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は じめに

民主化は、公的異議の申立てと参加の権利の二つから

成 り立つといわれているように、政治参加は古代より民

主主義の基礎的条件 であった1。 価値が多元化 した現代

社会では、意見形成や決定のための新 しいルールづ くり

として、参加制度の拡大が進んで きた。近年では地方分

権の進展 にあわせて、決定過程のみな らず執行過程に

とっても参加が欠かせ ないもの と位置づけられ、政策に

「協働」（パー トナーシップや コラボレーシ ョン）が取 り

入れられれるようになってきている。他方で、市民自身

からも意思決定や執行過程へ直接参加することへの関心

が高 まっている。

このような参加の拡大や参加形態の多様化は、実質的

な民主主義の深化を目的 とした制度化の模索 と考えられ

るが、なぜいま市民の政治参加を 「協働」 として意味づ

けするのだろうか。 日本でも70年 代中葉か ら80年 にかけ

政治学 ・行政学の研究で も参加は大 きなテーマとなって

いたが、それ とどう違 うのだろうか。

結論 を先取 りすれば、政治的課題の質が、従来の都市

問題 としての社会インフラ整備、技術の開発、所得の向

上、補償 など物質的・「ハー ドな問題」か ら、低成長 ・少

子高齢社会における福祉 ・医療 ・介護、環境保全など行

政による一義的な解決が困難な 「ソフ トな問題」へ と変

質 してお り、代表 による決定や行政の対応だけでは解決

できない問題が増加 したことか ら、市民の自助 ・共助が

求められるようになっているためである。このことに伴

い、市民の参加 も政治 ・行政への 「抗議」や要求を目的

とした ものか ら、市民が継続的に 「協働」 し続ける参加

形態へと変化 している。

また一方で、多様 な市民の期待 に応えきれない間接民

主制や政党 ・圧力団体に対す る不満は、市民の参加への

関心を引きおこしデモ クラシーを機能 させるための契機

として直接民主制的な参加への期待を集めている。 しか

し、現実には全市民による秩序形成が可能であるほどに

は現代社会はシンプルではな く、市民の決定や執行過程

への参与の拡大を行 うことで、議会制民主主義を刺激 し、

機能不全を補完することが行われるようになった

このような、一見市民の政治 ・行政への参加が拡大 し

ているように見える現象は、参加民主主義の進展ととら

えることができるが、逆 に参加市民の固定化 ・限定化や

行政による市民の包路の危険性、公的責任の転嫁などの

問題 をはらんでいる。

本稿では、「参加」 という行為 に市民が政治から行政、

コミュニティ形成まで どのように関わっているのか、「協

働の時代」の行政過程から地域づ くりまでの多様な参加

もしくは参加の動員ついて問題点を整理することを目的

とする。第1章 では、市民の参加 レベルの変化 に注目し

ながらその性質の違いについて考える。第2章 では、意

識や行動 という参加のメカニズムについて考え、特 に不

満による抗議や退出、そして帰属意識 について検討を行

う。第3章 では、参加をめぐる諸問題 として、直接民主

制のもつ構造的限界や過剰な参加のもたらす弊害、そ し

て相反する価値 をめ ぐる意思決定過程で討議的民主主義

の方法が果たしうる可能性について考 える。第4章 では、

政策レベルの問題 として、市民やコミュニティのエンパ

ワーメン トと、集団学習の方法について考える。最後に

町レベルにおける具体的な地域づ くりの事例紹介を行 う。

第1章 市民参加の態様

第1節 参加のレベル

1参 加の段階

政治参加は、政府や政治一般に対 して影響を与えるこ

と、または支持することを目的 としてなされる市民の諸

行為 と考えられるが、この参加 という概念には投票行動

や政党加入、政治的コミュニケーションなどの参加様式

だけではなく、抗議やデモのようなもの も含まれる2。

それでは政治システムへの参加の段階はどのようになっ

ているのだろうか。現代国家の地方 自治において首長の

役割が巨大化する反面、議会の機能は相対的に小 さいも

のとなってお り、市民の参加 も行政過程への参加が著 し

く増加 している。アーンスタインは、図1の ように参加

を、①世論操作、②不満を消す治療、③一方的な情報提
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供、④形式的な意見聴取 ・協議、⑤形式的な参加拡大 ・

懐柔、⑥官民 の共同作業 ・提携、⑦権限委任、⑧住民主

導 ・自主管理の8段 階に分類 した3。① ～②が非参加の

段階、③ ～⑤がこれまでの形式的参加の段階、⑥～⑧が

市民権力の段階、いわゆる 「協働」の レベルとなる。①

～② は、大衆操作 としての動員による政治参加であり、

③～⑤は現在 も行政主導のもとで行 われている形ばかり

の参加である。かつて市民運動は、政府にとって制度化

されない厄介 なものとして認識 され、コントロールされ

た参加の機会や手段が提供された。情報開示はアカウン

タビリティの確保のため、また市民が主権者として参加

し判断するためにも欠かすことのできない重要なもので

あるが、これだけでは政策過程へのフィー ドバ ックや交

渉力をもって政策へ影響力を行使することはで きない。

例 えば全国総合開発計画でも、地域住民は地域づ くりの

主体ではなく効率的に行 うための対象 として位置づけら

れていたが、 これなどは政府の市民に対する理解が⑤の

懐柔の域 に留 まっていたことを示 している4。⑥～⑧に

な り初めて市民が主体的に参加す る。地域コミュニティ・

レベルでは、すでに過疎化の進展や少子高齢社会へ変化

したことの影響 を克服するため、コミュニティの活性化

政策として地域の連帯を強める参加促進に取組んでいる。

例えば、市民の行政参加 を促すための条例制定や市民活

動支援センターの設置、コミュニテ ィ ・センターや公民

館 など市民が集まれる場の創設など、市民の自主的活動

を行政が支援 ・活性化 させようとしている。さらに、市

民 にセンター等の施設を自主管理させること （⑥～⑧ レ

ベル） も各地で始 まった。市民 にとっては地域アイデン

ティティが高 まり、政策形成へ参加することで政治的有

効感を高めることがで き、また行政にとっては、コス ト

の削減、市民の意向を反映 した施設運営が可能 となるこ

とが期待 されている。

このアーンス タインの 「市民参加の段階」については、

市民の実際の公共政策に関するマネジメン ト能力 を過大

評価 し、政治システムを市民がコントロールできるとい

う面に焦点を当てす ぎているということや、市民が公共

政策の意思決定 をすることがで きる、あるいはすべ きだ

という非現実的な期待をもた らす虞があるという批判が

ある。現代の 「参加市民は、 自分の全時間の一定部分と

彼の情動的エネルギーの適当量だけを政治に捧げるだけ

である。彼は使命感による政治家ではない」ことから、

参加がこれまでの政治のあ りようを全 く変えるという考

えが幻想であることについては確認 してお く必要がある
5
。 しかし、行政への参加 を考える際の整理概念としては

有益であ り、都市づ くりなどの視点から 「市民参加」 を

考える際に広 く用いられている。本稿の取 り扱 う協働の

レベルは⑥段階 より上位のレベルである。

2「 協働」参加への変化

まず、戦後 日本の 「市民参加」の歴史を概観 し、参加

の質とレベルが どのように変質 していったか確認を行う。

普通選挙権が保障 されたあとの政治的要求でも、社会運

動の形態 をとることが常態であった。1960年 代のアメリ

カの公民権運動をはじめ婦人解放運動などの大きな社会

運動のうね りは、1968年 には世界史的規模でパ リの学生

運動、プラハの春などに広がった。 日本でも市民の政治

参加は、1960年 の 日米安保条約改正に反対する激 しい抗

議運動以後、公害運動、都市問題やナショナル トラス ト

運動、「べ平連」をはじめとする多様な社会運動 を活発化

させた6。

1970年 代の 「不確実性の時代」 には、政府への不信、

そ して万年野党の社会党への不信で無党派層が増加 した

が、公害反対の市民による運動や学生運動、フェミニズ

ム運動など 「新 しい社会運動」は戦後の基本的枠組みに

ついて問い直 しを迫 り、激変する社会ニーズに対応でき

ない政治や行政、圧力団体に対する異議申立てとしての

運動の噴出を引き起 こした。経済発展は市民の所得や余

暇などの政治的資源 を増大 させ、市民はそれらの資源を

権力に変換 して発言力 を拡大 し、代表に委ねていた政治

に草の根の市民が直接発言をは じめた7。確立 した政治

システムから疎外されていた市民にとっても、新 しいタ

イプの参加方式は彼等の意見表明の手段 とな り、これら
一連の参加の増大は政治だけではな く行政過程への直接

参加へ と新たな拡大を招いてい く。この時代は地域性 に

固執 した市民活動 として町並み保存運動や住民憲章の策

定などの取組み も広が り作 られ、いわゆる 「参加の再発

見」の時代 となった。

70年代は、市民運動の要求に対 し高度成長の恩恵によ

る財政的余裕 もあったことから、東京 ・大阪 ・京都など

110あ ま りの革新 自治体は市民の声 を政策に反映させ、

生活者の視点に立 った 「地方の時代」 を、公害対策と福

祉充実の政策を中心 に展開 した8。 革新 自治体の首長は

少数与党として政治的に住民の直接の支持 を必要 とした

ことから、そのための戦略 を住民 との対話 ・参加の制度

化 とし、住民運動 を背景 としなが ら、自治体先行型の政
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策先取 りを行い中央省庁や企業に対抗 した9。 例えば東

京都や横浜市、習志野市などでは1970年 代初期から住民

と行政の関係 を密接 なものとし、住民の意見を行政の政

策方針決定過程へ反映させる試みとして市民会議や区民

会議、市民集会、市民委員会など様々な市民参加制度の

拡大が行われた。 また、武蔵野市や旭川市などでは行政

の総合計画策定へ市民 を参加させ る取組みをは じめだo。

このように革新自治体の政策形成は従来の トップ ・ダウ

ン方式か ら市民を基盤 とするボ トムアップ方式 に変更 し.

形骸化 した代議制民主主義や行政執行 を糾弾する思想と

して新 たな参加の意味 を問いかける契機 を作ることに

なった。 しか し、市民の要求を安易に受入れる行政の傾

向は、自分たちの手で問題解決をする主体 性を市民から

奪い、行政に依存する受益型の市民の増加を招 くことに

もなり、結果 として福祉国家 による国民のクライアン ト

化を進めることとなった。福祉国家化は、最小規模の政

府を教育 ・福祉の分野 にまで政府責任 を拡大 した国家へ

変質させながらGDPの40～50%を 支出するまでに肥大

してい く。福祉国家体制の政治では、マジョリティを獲

得するために国民に対 して 「利益のイメージ」を提供 し

っづける必要があることか ら、国民をクライアント化 し,

受動的な大衆の支持を求める競争が政治における競争と

なっていった11。

80年代の経済成長の減速は、先進諸国に行財政改革を

迫 り、福祉国家体制に見直 しの必要性が高まる。この時

期、サ ッチ ャー ・レーガン ・中曽根 と先進諸国に一連の

保守回帰の傾向が現れるが、中曽根政権の改革はバブル

景気の到来により徹底す ることがで きず、政治経済シス

テムの構造的な改革はバブル崩壊後まで先延ば しされて

しまった。農村や産業界に対する利益分配による支持の

調達で政権を維持 してきた自民党 も、都市住民 を基盤 と

する大衆の支持 を掴みきれず、55年 体制が崩壊 した90年

代初期には多党乱立による政

治混迷の時代を迎 えた。いず

れの政権 にとって も行財政改

革は緊要な政府の課題 となり、

自立 ・自助 ・協働 などのキャッ

チフレーズ とともに選択する

自由を強調する政策が採 られ

るようになる。

このように市民の政治参加

は抗議などの 「異議 申立て」

から 「政策形成過程」への参

加、そして 「執行過程」への

参加 にと拡大 して きた。政治

体制 その ものに異 を唱 える

ユ940～50年代の政治運動から、

日常生活 に根 ざした社会参加

や公的な争点 を私的な文脈で

位借づけ対処 しようとする傾

向などを増大 しなが ら、市民運動 とともに 「市民参加」

は発展 してきたといえる12。簡単に整理すると図2に 見

られるように第1段 階では、安保問題 ・公害問題 ・都市

問題 ・日照権問題などに泣き寝入 りすることなく生存の

危機に対する対症療法的な抵抗=阻 止型の社会運動が展

開された。1960年 代の参加の多 くは、市民の抗議や闘争

とい う参加形態で行われたが、問題解決は平和運動は別

として社会インフラの整備や損失の補償、所得水準の上

昇など物質的なレベルでの対応で市民の要求 を満たすこ

とので きるもの も多 く、いわゆる 「ハー ドな問題」が中

心であった。その ような参加を経験するなかから、第2

段階では環境問題や物価 ・消費者問題 など、事後救済的

な抗議的運動ではなく生活権擁i護iのための予防的市民運

動として 「考 える参加」が行われるようになる。一定の

物質的豊かさを享受 した人々にとって重要なことは、そ

の上でどれだけ質の高い生活を保障できるか ということ

となり、「抗議」か ら 「交渉」へ と参加の態様に変化がお

きるが、政府にとっても、高齢社会や地球環境問題 など

解決困難な問題が山積 し行政の力のみによってはこれに

対応することが難 しくなってきたことから、自助 ・共助

といった社会運動の 自治的側面が強調 され行政 と「協働」

することが必要となった13。つまり、「要求型」の運動か

ら第3段 階である市民 と政治 ・行政が協働する長期継続

型の 「参加型」社会運動へと変質 してきた。

このような参加はもっとも効果的な予防措置であるが、

現実の課題 として、例えば少子高齢化、中山間地の過疎

化、サービスの高度化 ・多様化による行政コス トの増大、

防災 ・産業振興と環境保全など多元的で対立的な価値が

対立する 「ソフ トな問題」が数多 く発生 してお り、問題

解決には市民が継続的に公共領域において協働 しなが ら

解決を模索 し続けること以外に対処の方法がない ともい

える。 しかし、このことは民主主義体制における統治能
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力の限界を意味す るのではな く、デモ クラシーの実践と

して 「未完のプロジェク ト」に市民が継続的に関わ りつ

づけていく一側面でもあると考 えられる。「協働」は、「参

加」「分かち合い」「ケア=い たわ り」「連帯」「相互」な

どの用語 と相通 じる新 しい公 と私の関係 を表現するもの

として理解 される。市民自身もこれ らのプロセスを通 し

て、個の確立 ・自己主張か ら相互連帯へ と、社会へのか

かわり方を変化せ ざるを得な くなってきてお り、近年自

由主義的な個人主義思想 に基づ く市民像から、市民的共

和主義 に基づ く市民像への転換が議論 されはじめている

こととも呼応 している。

アーンスタインの参加の段階と関連づけると、第1段

階の参加 は行政にとって市民は操作の対象であったが、

次第に情報を提供 し、協議 し、懐柔するような姿勢 に転

換する。そ して公的解決が難 しい課題 を抱 える現在、市

民 と協同や提携 をす る中か ら、状況に応 じた解決策 を模

索 し続ける参加へ と変質してきた。このような 「協働」

は、分権化や権限委譲により今後市民への権限委譲や住

民主導、自主管理へ と、市民 自身により自治が拡大 され

る方向性へ進む可能性を持 っている。

また、全国の地方 自治体で採用されつつある 「行政と

市民のパー トナー シップ」 という協働政策は、狭義には

NPO/ボ ランテ ィアの養成 とい う面があるが、広義に

は市民 ・市民団体 ・NPO/ボ ランティア等との連携 ・協

力 ・役割分担が企図 されている14。これには参加の質量

の増加による民主主義 的なガバナビリティを確保すると

いう立前の理由とともに、市民 を予め計画から執行 ・評

価の段階までまきこみを図 り、議会にも市民の意見が反

映されているとい う御墨付 を示 しなが ら、事業をすすめ

るための執行部の合理的な対応である。 また、近年では、

行政の守備範囲縮小の理由ともされ、経済的なメリット

への期待 も大 きい。地方 自治体の政策においては、総合

計画の柱 として、これまでの行政中心から、市民・企業・

NPO/ボ ランテ ィア と行政の協働 をうたっている もの

が多いが、具体的にはNPOや 市民活動の活性化、男女共

同参画社会づ くりなどが 「協働」政策の中心となってい

る。1980年 代以降の福祉国家体制の見直 しが進められる

なかで、「福祉国家か ら福祉社会へ」という取 り組みもす

すめられてお り、公共領域 と私的領域の境界の見直 しを

行い、政府が中心であった公共サービスの提供を市民 ・

NPOな ど多様な主体が行政 と連携 ・補完 しあいなが ら活

動する社会へ と変質させ、住民福祉の質的向上 と行財政

システムの負荷を軽減させるための取組みが始 まってい

る。 このように参加 により市民の責任感 ・満足感 を高め

る共和主義 ・共同体主義的価値観の共有が進められる一

方で、経済面では規制緩和 ・民営化という新 自由主義的

な政策 により市場活動を活性化 させる経済波及効果や雇

用創出効果が期待 されている。協働 による参加は、第3

段階の参加 として、自発的な市民や団体の活動が予定 さ

れるが、現実には表1の ように参加者の少数化 ・固定化

という問題や、公的責任が曖昧になること、行政 目的に

市民が包絡され、参加ではな く動員化する危険性など看

過できない問題を包含 している。

第2節 制度の多様化

1参 加の類型

多元化 した社会では、政治的な意思形成にあたって、

市民相互の共感の探求が困難 となることから15、新たな

合意調達のメカニズムが必要となっている。憲法や地方

自治法に定め られた参加の制度以外にもさまざまな参加

の拡大がなされていることから、ここで新 しい参加の諸

制度について整理を行う。

篠原は、参加の類型について直接的なもの と間接的な

もの、制度的なものと非制度的なもの、中央的なものと

地方的なもの という分類基準で類型化 を行 った1b。この

類型を参考 に新 しいタイプの参加 を追求して、国レベル

か ら、地方政府 レベルまでの政治参加、行政参加、そ し

て地域づ くりの取組みを入れ、図3の ように再整理 した。

最近の新 しい参加の代表例 として、まだ法律上制度化

されていない 「住民投票条例」の要求があげ られる。住

民の多数意見が議会に反映 しない と感 じられた場合に代

議制の限界を補完する意味で、直接民主制的な住民投票

が活用 されるようになった。1996年 は住民投票元年 とい

われ、新潟県巻町、沖縄県、名護i市、御嵩町などで住民

投票が行 なわれたが、このような住民参加活動に含まれ

ている直接民主制的な参加要求の思想は、代議制民主主

義 手 続 と し

て法 的 に設

置 され た 議

会 と しば し

ば 対 立 を招

いて いる17。

地 域 エ ゴや

価 値 観 の 違

v、Oこよ り文寸

立 した 問 題

の 解 決 方 法

とLて 、これ

表1協 働 の メ リッ ト・デ メ リッ ト

メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト

公的 ・小 さな政府 に よる中央政府 のコス ト削減 ・行政 に包絡 され 「動員」 としての参加 となる危険性

・政策の妥当性 の増 加、政策実施の協力が期待できる
・議会対策 として利用される

市民 の当事 者能力 を向上 させ、政策への反映 ・少数の固定化 した市民の参加

.参加 するこ と自体 の価値 ・参加のための制度化 によるコス トの増大

・公的責任の曖味化

・シ ビル ミニマム としての公共サー ビス確保の ための

統制方法の変更が必要

私的 ・社 会 的 に コ ミ ッ トし、連 帯 感 ・帰 属意 識 が 醸 成 され 、
・参加するための コス トの増大

地域へのアイデ ンテ ィテ ィが形成 される
・公的責任の追求が困難

・要 求 を直接 イ ンプ ッ ト .統 合 へ の圧 力 （マイノリテ ィ排 除 のメカニズ ム）に弱 い

・政策形成 に参加 するこ とで、市民的責任感が芽生 え、 ・地 域 によって は、公 共 サー ビスが 民 間に変 わると、サ ービ

政治的知識 も取得 （エ ンパ ワーメン ト） スを購入することが不可能となるところがでる
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までは行政の長 と議会が最終的な決定 を行い、強制執行

手続 きを含めた公権力の行使 を行って解決 としてきた。

対立の原因となりがちな巨大公共事業は、かつては自治

体誘致型のものが多いため住民運動 も少な く、住民投票

がなされても否決 されることが多かった。 しか し、2000

年の吉野川稼動堰に関す る徳島市の住民投票では、投票

率55%で 反対がそのうちの90%を 占め住民の反対意見が

強 く表明 されたことか ら、市長も投票結果を尊重すると

発表 した。ごみ処理や原子力発電所建設、米軍基地問題、

環境問題 に関係するダム ・河川 ・海岸工事 などの公共工

事の賛否 については、利害が相反することが多いが、現

行法律上、住民投票は地方 自治法上の制度ではなく、住

民投票の結果 についても制度的な最終決定権が認め られ

ていないことか ら、首長が住民の意思 を推測するための

参考 とされるだけであ り、事例によっては住民投票の結

果が地域の政策方針決定に反映 されない場合も起 きてい

る。

環境保護 と洪水対策など価値が対立する問題は、図2

で示したようにいずれかが正 しい とい うものではな く、

解決が困難ないわゆる 「ソフ トな問題」に該当する。こ

の解決 には、単に 「ハー ドな問題」の解決 と同じ対策を

講 じて も問題解決 とはな りえない。

複雑 な価値が絡み合った地域の問題解決のために、合

意調達へ導 くための情報共有 と集団学習 として、賛成 ・

反対派が ともに同 じ場で討論

をする試みが行われている。35

年 にわた り地域住民 や 自治体

を巻 き込み、意見の対立が続い

て きた熊本県川辺川 ダム建設

問題 に対 し、賛成 ・反対に二分

された市民 と建設主体で ある

国土交通省 との討議 の場 を熊

本県が2001年1月 に設置 し、

「住民討論会」 としてディベー

トを行った。その後、2月 の第

2回 住民討論集会で も代替案

を含む双方の見解 を闘わせ る

討論が行 われだ8。両立 しがた

い二つの価値 の追求 という対

立に、新たな問題解決のアリー

ナを設け、コミュニケーション

による主張 の合理性 を競 い合

わせる ことで押 しつ けた決定

とな らないようにす る試み と

してとらえることができる。こ

の ような住民や 自治体 を二分

し、また 「よそもの」の応援団

と参加利益 を持 った市民 との

範囲確定の難 しさ、論点の多様

さ、歴史的な経緯など複雑 な問

題に対 して討論のアリーナを提供するという行政の試み

は、市民 と行政による全体の意思決定を、より包括的な

ものとするための情報交換の重要な機会を創 りだそ うと

する、新 しい民主的課題解決の実験 ととらえることがで

きる19。このことについては、第3章 で改 めて討議 的民

主主義に関する問題 として論 じる。

次に、「パブリック・コメント制度」が、国や自治体 レ

ベルで採用 され始めている。これは行政が考えている計

画や法案に対 して市民から自由に意見を求めるものであ

り、行政は集約 した意見に対 して最終判断 と、採用 しな

い意見への理由を公表することになっているが、各々の

意見が行政の意思決定に対 してどのような影響力をもつ

のかについては行政の判断次第である。は じめか ら決

まっている結果に対 して、形式的な承認を与える手続き

に終る危険性 も否定で きない。また、市民に身近なテー

マについては多様 な意見が数多 く寄せ られているものの

20
、技術 的な内容 など市民の関心が低い もの、あるいは

理解することが難 しいテーマへはあまり意見が寄せ られ

ないとい う欠点もある。

さらに 「公募制委員」 については、従来の学識経験者

や利害関係団体 だけの審議ではない社会的公正さを担保

するものとして導入が行われている。 もっとも、同調者

の確保や包絡ではな く、選考 を通 してどの程度反対ある

いは中立的な意見者 を寛容に審議過程に入れることがで
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きるのかが、 このような制度導入の真価 を決めることに

なる。すべての組織は円滑に議事を進めたいという傾向

を本質的に持ってお り、時間的制約や、結果への配慮か

ら、公募委員の意見を直接反映させることについては行

政 としての限界が存在 している。

このほか、地域 レベルの参加の拡大 として、「市民参加」

の条例化が進んでいる。1982年 の 「神戸市まちづ くり条

例」に始 まり、「湯布院潤いのあるまちづ くり条例」（1990

年）、静 岡県掛川町の 「生涯学習 まちづ くり土地条例」

（1991年）、大阪府箕面市の 「市民参加条例」 （1997年）

などと、地域政策の形成や執行過程への参加を制度的に

保障する条例が作 られてきた21。このような行政による

市民の参加エネルギーと制度的に結びつこうとする動き

は、市民 と議会 との関係の整理 を新たに行政に迫ること

となる。議会は直接市民に選ばれた代表 という自負があ

り、それぞれの支援団体 との関係は密であることから、

支持者からの陳情処理以外 は大衆 としての市民の要望を

吸い上げることについてあまり関心を持 ってお らず、代

議制民主主義の機能が弱 まっていると市民 に認識 されて

いる。

このように、新たな市民 による参加要求が増加 してい

る領域は、選挙 による政治参加ではなく、市民にとって

影響が直接的である執行過程において多 く見られ、そこ

での連携が行政の側か ら 「協働」 と呼ばれているという

ことが現代 の参加のひとつの特徴である。

2行 政過程への参加

政治参加は 「闘 う市民参加」から 「考える市民参加」

へ、そ して 「実践する市民参加」へ とその性質を変化さ

せて きた。そ して行政に対する市民の参加 も 「物取 り主

義」か ら、行政 と 「協働」 して地域の課題 を解決すると

いう政策参加型 ・創造型の方向へ と変化 しつつあり、市

民 と行政の関係 に 「協働」 という要素が強 くなるに従っ

て、パブ リック ・コメントや公募制審議会など、行政と

市民が対等に共同するための新たな場づ くりが行政側か

らも進められている。このような市民 と行政の関係は、

理論的には市民の参加 という外部か ら行政過程に影響 を

行使する形態 と、政治 ・行政執行過程の効率化 ・説明責

任の明確化などを目的 とす る行政内部からの要請による

形態の二つに分けて考えられる。 しか し現実には、参加

にあた り行政 と市民で誰がイニシアティブを取るかによ

り参加の性格が大 きく影響 されることや、行政にとって

強制よ りも市民をインボルブメン ト （包絡） して市民を

翼賛化するほうが効率的であり、意識的 ・無意識的に市

民 と行政 との間にこの ような関係性が作 り出される危険

性があるということに留意 しなければならない22。特に

管理社会化 した現代では、多様な公共領域への市民の参

加な しには、行政組織 に不可避に内在する官僚主義の独

走 をチ ェックすることができなくなる虞があることから、

市民主導の参加 は重要であるが、既に述べたように、「行

政 と参加の結合は行政に正当性を与えることによって、

「政治」 をしめ出す可能性 を開いた」 ことは市民の参加

が行政への同調に終わ らないよう注意する責任を市民に

負わせることになっている23。

さて、行政への参加のレベルについては、概念的には

図4の ように国、県、市町村、コミュニティと住民に身

近な領域 になるに従 って実質的な参加のレベルが上昇 し

ている。郡部 と都市部 との比較では、都市部の参加が多

く見 られるal。参加形態は、制度的なものを中心 とした

国 レベルから、非制度的なワークショップや市民の学習

会のようなものへ とコミュニティ ・レベルに向かって柔

軟になっている。国レベルでは、審議会、公聴会、パブ

リック ・コメン ト、モニ ターなど広報公聴的な性質の も

のや審議的なものが主であり、県レベルでも審議会、公

聴会、公募制の委員、パブリック ・コメントなど制度化

され制限された参加が多い。市町村 レベルでは、県と同

じような制度的な参加とともに、市民会議、市民委員会、

市民集会など対話型 ・市民討議型の制度的 ・非制度的な

参加が行われている。コミュニティ ・レベルでは、ワー

クショップや町づ くり学習会、イベ ントなど非制度的な

ものを中心 とする 「開かれた参加」への取組みも行われ

ている。

行政 と市民の協働 を進める場合に、行政自体の発想を

まったく変 える必要が生 じることがあるが、また逆に市

民の意見 を聞 くということが、専門性を持った公的機関

である行政が責任を放棄 し、市民の大 きな声に従 うとい

うことになって しまう虞 もある。「国家 という公共的な役

割と福祉国家的官僚制のクライアン トという私的な役割

とが今 日の政治過程 においては交差 して」お り25、受益

癖が強 くなった市民の要望に対 してなんでもこたえてい

く行政、なんで も苦情があれば 「す ぐやる課」的な対応

が協働の時代の行政ではないということは勿論である。

第3節 参加空間の変化

現在政府や地方 自治体で進められている 「協働」参加

の促進政策は、政治空間のどの部分に変化をもたらして

いるのだろうか。戦後の農村社会が都市化 し家族構成や

就労形態が大きく変化するなかで、福祉国家化が進展 し

多様な公共サービスが創出 された。この中には従来個人

の責任で行われて きたものや、地域コミュニティの中で

創出されていたものが含まれていたが、これらを家族や
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地域ではな く公共サービス として取込んでい くことが、

これまで福祉の充実 ・行政サービスの向上 として評価 さ

れて きた。図5は 公共領域 と私的領域の関係 と、その境

界周辺 に参加 の空間があることを示 している。これは

ハーバーマスのい うコミュニケーションの公共圏という

概念 とは異 なり、現実の政治一行政の公権力と結びつい

た公共領域 と私人や民間企業が活動 を行 う私的領域 とい

う意味で使 っている26。① は行政 レベルへの参加、②は

政治 レベルへの参加、⑤ はコ ミュニテ ィ ・レベルへの参

加である。 また、③ の部分は公共領域が私的領域に浸潤

してお り、本来個人的 ・家族的なものであった私的領域

へ公共サー ビスが入 り込んでいることを表 している。④

の部分 は、私的領域へ拡大 していた公共的サー ビスをN

GOや ボランテ ィア活動により代替することで公的支出

を削減するとともに、公共領域の部分についてもそれら

の参加により民営化や自助 ・共助 していこうとする動 き

を表 している。 この変化は、過疎地などにとって、制度

上選択権 を与えられても事実上サービス提供者がまった

く存在 していない といったナショナル ・ミニマムを損な

う状況 を惹起する虞がある。

このような公共領域 と私 的領域の境界の変化は、80年

代以降のサ ッチャー ・レーガンに始まる福祉国家体制改

革の一つとなっている。現在の政府や地方自治体は、財

政危機 に対処するための構造改革 として、規制緩和 ・自

由化 ・民営化、地方分権化、官僚機構の縮小化な どの

「小 さな政府」への政策転換 を始めているが27、この政

策理念 には国家による社会階級格差の減少や、平等 ・公

平の確保などに対する責任を公的なものか ら選択 による

自己責任へ と転換 し、「市場」にその調整機能を任せよう

とする新自由主義的な傾向を含んでいる。 しか し、この

ような公私の境界の変化を単純に国家権力の縮小化 と捉

えることはできないであろう。私的セクターによる公共

機能の請負を積極的に奨励 しなが ら、「市民社会の私的部

門の隅々に浸透 してい く柔らかい権力=全 体化のシステ

ム」 を、ウォリンは 「経済政体」 システムと名付け、国

家の支配権力の縮小化では決 してな く支配権力の分節化

と拡充に他ならない と述べている28。

現実にもサ ッチャー政権時の英国財

政規模 は決 して前政権 よりも減少 し

なかったということも、その徴候が

単なる危惧でないことを示 している。

「現代市民社会論の特徴は、国家や

幅広い政治的活動の可能性 について

の懐疑主義の蔓延にある。いまや市

民社会 こそが、コミュニテ ィを再興

し、有能な市民を訓練 し、尊敬 と協

同の習慣 を打 ち立て、私的利害に対

する道徳的選択肢 を提供 し、肥大化

した官僚制を統制 し、公共的領域を

生 きかえらせる一 これらすべてが、

小 さな政府 と地域政治 という条件の もとで唱えられてい

る」29とエーレンベルクは述べているが、このようなアメ

リカの地域中心主義への回帰傾向と似たものとして日本

でも 「協働」政策が主張 されるようになってきている。

第2章 参加の メカニズム

第1節 参加の意識 と行動

国民の政治参加活動が低下 しているというということ

が言われはじめて久 しいが、 どのような状況にあるので

あろうか。5年 毎に行われている国民の意識調査による

と、人々の政治、職場、地域での活動に関する意識は、

図6の ように組合活動などによる職場での参加を避け、

また政治に積極的に参加するわけで もな く、83年 以降

人々は地域活動に参加の場を見出 しはじめていることを

示 している30。この現象についていろいろな解釈があ り

うるが、70年 代か らの大きな社会変化 として福祉国家へ
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の攻撃、生活水準の低下、格差拡大、仕事や家庭へのス

トレスの増大、雇用の流動化と不安定化、政治家への不

信感の増大など社会的な不安定感が増大 し、また戦後一

貫 して脱物質主義的な価値観 を持つ人々の世代に占める

割合が増加 したことなどにより、社会全体の価値観に変

化が現れて きた31。このような国民意識の構造的変化は、

安保体制など国家外交の問題か ら、70年 代以降の婦人解

放運動や消費者運動、そして80年 代には じまる環境志向、

ボランティア活動への関心、 日常生活に関係の深い地域

活動の時代へ とシフ トしてきていると理解で きる。物質

主義的な価値の追及が一段落 したことや、地域にはまだ

アイデンティテ ィや自己実現の機会を見出せる可能性が

あることなどがその中でも大 きな理由と考 える。

それでは次 に 「誰が参加するのか」、「どういう状況で

参加するのか」 という疑問がある。現代の市民は多忙な

生活の中で、一定のコス トを政治に振 り向けることが求

め られる。 ミルブレイスやダールの研究 によると、一般

的に高学歴で社会経済的に地位の高い市民が、年齢は若

年者 より年長者が、農村部市民 よりも都市市民が多 く参

加す るといわれている32。ダールは人々が政治 に参加す

る理由として、政治参加によって得ることので きる権力

や利益などの報償が大 きい場合、選択肢が重要な場合、

結果を変 えることができるような場合、参加 しなければ

結果が不満足 になる場合、問題 に関す る知識や力量 を

持っている場合、参加への障害が少ない場合などである

と論 じている33。牧田は今 日の市民活動への参加者につ

いて、生活余裕派、人生意義派、情報追求派に分け、参

加者の主観的 な動機に注 目している訓。現実の政治参加

には、このような意識のほかにも、政治的資源として時

間、知識、動機、経済的余裕 などの資源が必要であり、

これらを持 たない市民は参加か ら疎外される危険性があ

る。政治的資源の有無35と参加意欲の有無に基づいて参加

者の分類 を行 うと、表2の ように参加利益のあるもの

（政治家 ・事業家）や、名誉 ・正義感、興味など時間と

カネなど政治的資源を有する者が①に該当 し、これ らの

人々は協働 について も自ら参入 して くる。②は参加の意

欲はあるが政治的資源 を持たないもので、マイノリティ、

女性、不利益 を被 った者 などが該当 し、抗議が参加のモ

チーフとなる。政治的資源が少ないことが参加の障壁の

主たる原因であることか ら、制度的な参加の拡大はその

参入を容易 にする効果 を持つ。③は、低所得 ・低学歴な

ど公的なものへの興味が少ない無関心層である。教育と

経済的余裕が参加促進へ の重要な要素 となる。④は参加

するための資源は保持 しているが意欲 ・関心を持たない

表2政 治的資源と意欲

政治的資源を持 っていない 政治的資源 を持 っている

参加意欲
ある

②マ イノ リテ ィ、女性、被

害者

① ・参加利益 のあ るもの
・名誉、正義感 などの動機

参加意欲
ない ③低所得者、低学歴者 ④豊かな大衆

者であ り、豊かな大衆層で、動員の対象 としての参加は

あっても自ら行動することはない。参加意欲のなさの原

因として、無関心、参加 しなくとも現状 に満足 している、

政治的無力感による拒否の3つ が考えられるが、 日本で

は70年 代か らの無党派層の増加の主な原因の1つ は、一

党支配、野党の無力化、圧力団体の官僚化などによる疎

外感を感 じていることで政治的無力感による参加拒否の

比重は高いと思われる。④ については、学習を通 じて参

加することの意義と責任 を学んでい くことや、連帯形成

への小さな成功体験が協働参加へ導 く契機 となろう。

投票な どの制度的な参加 を除 く参加行動について、

人々の意識のメカニズムがどう働 くのか、特 に強い参加

意欲を持たない大衆的な行動 を取る人 （タイプ1） と、

協働参加を行 っているもの、参加することに利害 を持つ

人、差別を受けている人、正義感の強い人、名誉や権力

欲、政治的資源を豊富に持つなどの参加意欲の高い人（タ

イプ2） の2種 類に分けて考えてみよう。参加行動の閾

値の違いに注 目した概念モデルであるが、図7に みられ

るように大衆は参加 しな くて も納得できる状態にあると

き、あるいは不満だが我慢で きる範囲内のときは、非参

加モー ドにある。 しかし、我慢の許容点を超えたとき、

陳情や抗議行動、そ して住民投票の要求や訴訟などと強

い参加方式に移 っていく。一旦満足が得 られると、参加

モー ドか ら非参加モー ドに復帰する。 タイプ2の 参加に

対 して積極的な者は、満足 している状況で も参加モー ド
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に限りな く近い点に位置 し、行政や政治 と平常時から接

触点を持 っている。多少不満が出ると、団体への加入や

政治 ・行政への接触など政治活動への参加 により不満の

メッセージを発信 し出す。我慢の許容点を超えた段階で、

具体的な陳情、抗議行動、住民投票の要求や訴訟などへ

と参加は積極化する。 このタイプの人々はタイプ1と 異

なり不満が解消 されても、非参加モー ドに戻るのではな

く、引 き続 きレベルは下がるものの参加モー ドに位置 し

つづける可能性が高い。第4章 で市民のエンパワーメン

トについて検討するが、政治的社会化 による学習はタイ

プ1の 初期値の レベルを非参加のポイン トからタイプ2

の参加のポイン トまで引 き上げる効果 を持つものと考え

る。

次 に、参加のモチベーションの基礎である政治的関心

についてはどうであろ うか。現代 では政治的関心はメ

ディアによる情報量により左右される傾向が強 く、政治

的アジェンダになるかどうかはニュースステーションな

どのTVニ ュース番組の報道次第といわれるような状況

が見 られる。国政 レベル、地方政治 レベル、そしてコミュ

ニティ ・レベルに分けて考えると、一般的に国レベルの

争点に対 してはTVや 新聞報道などで も大 きく取 り上げ

られ市民の関心は高いが、逆 に地方政治 に関する情報は

少なく関心 も低い傾向にある。 とくに行政の決定や執行

については利害が明確であり市民の関心 をひくが、地方

議会についてはほとんど関心 を示 さない傾向がみられる。

しか し、地域の問題が東京発のニュースで報道 されるこ

とで、重要な政治的アジェンダとなることもある。そこ

には参加 と自治を追求する市民ではなく、「メディアの政

治」の消費者 としての市民的傾向が強 く見られる。地方

議会での争点に関する報道が少ないことや、地方議会議

員の活動が見えにくいことなどにも原因があるが、もう
一つの理由として身近な公共サー ビスに関 した地方政

治 ・行政に対する市民の一定の満足感があると考えられ

る。日本ではナショナル ・ミニマムの行政サービスが全

国津々浦々で展開され、多少の地域的な格差はあるもの

の、概ねこの程度であれば納得で きるという水準に既に

達 している。 しか し、一旦新たな争点が発生 し住民の満

足感が満たされないことになった場合、抗議行動が展開

されることとなる。これまでの市民参加の政治や社会運

動の歴史からは、市民は不断か ら行政や議会 と接触 し、

協議 し、調整に参加す るという行動 をとらずに、突如行

政への抗議行動へと発展することが観察 されて きた。住

民にとって、通常レベルでの政治や行政団体への参加 ・

対話チャンネルが存在 していないこと、またそのチャン

ネルが官僚化 し機能 しないこと、市民にとって維持する

ためのコス トがかかることなどその理由である。

国の政治 と自分の生活 との関わ りについては、1996年

と2000年 の意識調査の比較によると表3の ように全体的

には国政への関心のなさが基調となってお り、1996年 に

は「国の政治が変わろうとも自分の生活は変わ りがない」

と考える人々がすべ ての世代で多かったが、2001年 には

30代 ～50代 に 「そうは思わない」人々が増加 してきた36。

つまり身近な生活をよくするためには国政への関心が必

要であるという認識が徐々にではあるが増加する傾向が

見 られる。 もっとも国政への関心の少なさは、政治的無

関心や、デモクラシーの制度 と現実の乖離 による政治的

有効感がないこと、そ して政治的不信感によりもたらさ

れるものである37。

次に、身近な争点や課題解決のために政治参加すれば

それだけの効果があるという期待、いわゆる政治的有効

感はどうであろうか。1973年 から5年 ごとの世論 に関す

る政治的有効感についての調査では、「有効性 を感 じてい

る人」（73年22%→98年11%） が、「感 じていない人」（73

年71%→98年86%） より一貫 して大幅に少な く、98年 に

は93年 よりもさらに 「まったく反映していない」 という

厳 しい意見が急増 し （93年19%→98年33%） 政治的有効

感 の激減が見 られる38。年齢別に見ると、若年か ら壮年

層 までの政治的有効感が低下 してお り、55年 体制の崩壊

後の政党 ・政治の混迷や経済的な混乱が、国民 に何 を信

用 してよいのかわからないという政治的疎外感 をもたら

していると考 えられる。

このようにデモクラシーの制度が機能せず、国民の世

論が政治に反映 してないと感 じたときに、人々はどのよ

うな行動を起こすのであろうか。古典的な市民の参加の

形態である 「デモ、陳情、請願」 という直接的な政治行

動が、 どの程度国政に影響を及ぼしているのかに関する

調査 によると、それ らの行為に 「有効性を感 じている人」

（73年47%→98年22%） が大 きく減少 し、「感 じていない

人」（73年46%→98年72%） が増加 している。また、選挙

を通 した政治参加に関する政治的有効感についても、「有

効1生を感 じている人」 （73年66%→98年40%） が減少 し、

「感 じていない人」（73年28%→98年55%） が大 きく増加

している。これ らの調査から推

測 されることは、人々がデモク

ラシーの制度が応答性 を持 っ

て機能 している と認識 す るた

めの政治環境 が一段 と悪 化 し

ているように思われる。このよ

うな政治的有効 感の低 さは政

治不信の要因ともなるが、逆 に

「自分 自身の考 えや一票 を政

表3「 国の政治が変わろうとも自分の生活は変わりがないと考えるか」（単位%）

96年 そう思 う 01年 そ う思 う 96年 そう思わない 01年 そ う思 わない

20代 46.6 431 29.3 27.6

30代 52.1 37.5 31.9 36.4

40代 48 28.7 35.8 40

50代 44.3 35.3 30.3 35.3

60歳 以上 48.6 44.3 28.8 30.9

出典:熊 本県民 への1996年 及び2001年 調査 （時事通信社 『地域政策情報一数値情報編』）

のデー タを用い て作 成。N=１400。
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治に反映 したい」 という強い 「参加実現」欲求をもたら

す ものでもあ り、例えば直接民主制的な参加の制度化な

どがそのような市民の要求に応える手段 となる可能性が

ある39。

第2節 地域活動への参加

人々の参加や意識は身近な自治体やコミュニティ ・レ

ベルの課題 に関 して も同様 なのであろうか。コミュニ

テ ィ ・レベルでの関心や政治的有効感を推測するため、

地域活動への参加について人々はどのような意識を持っ

ているのか確認 しよう。

地域活動への参加に関する調査によると、「地域活動は

時間的余裕や、やる気のある人に任せる」かどうかたず

ねているが、表4の ように1997年 には 「そ う思 う （=人

に任せ る）」 と答えた人が33.9%、 「そう思わない （=自

分で参加する）」が40.1%で あった40。しか し2000年 には

「そう思 う （=人 に任せる）」が30■%、 「そう思わない

（=自分で参加する）」が51.6%と なり、高齢世代 を除 く

全世代 に渡 って地域活動 に参加 し、行動することについ

て肯定的な回答が増加 している。特に若い世代で地域活

動への参加意欲が大きく増大 していることが特徴である。

就業人口に占める割合が高 くなったサラリーマン層の

多 くは男性で、企業人的生活にすべてのエネルギーを投

入 してお り、地域に対 しては夜寝 に帰るだけのパー トタ

イム市民 として暮 している。生活や仕事が広域化 したこ

とにより地域 と密接 な関係 を持たない存在となっており、

また地域で活動する時間も意欲 も持っていない場合が多

い。彼等 にとっての利害や価値観は、その地で生業を営

む者 と大 きく異な り、都市市民 として多様で高度な公共

サービスに依存 した生活 を望む傾向がある。自営業者や

女性達は ともにフルタイム市民 として地域で生活 してい

るが、その中でも女性達は自営業者や男性サラリーマン

とも価値観を異 にしている。彼女たちは脱物質主義的な

志向を持つ 「新 しい社会運動」の担い手 として、政治参

加や地域 コミュニティのあ り方に対 して強い関心を持ち、

グループを形成 して政治 ・行政への参加を始める機運が

上昇 している。 また女性のみならず、大学生などの若者

の間にも、地元志向やコミュニティ活動などへの関心が

高 まっている傾向が見られる。

古来 より現代 まで参加はデモクラシーを考えるための

重要なキー ワー ドであ り、これまで論 じてきたように現

実に人々が参加行動をとることは減少 しているものの、

国 レベルと比較すると地域社会ではまだ市民が主体的に

参加 しやすい契機や、理解 しやすい争点が存在 している。

しか し、抗議型の運動 として盛 り上が りに欠けるアジェ

ンダに関しては、に静観 もしくは退出行動 をとるという

傾向 も多 く見 られ、行動することへのハー ドルはまだ高

い。地方政治 ・行政に対 して市民は主体的に参加すると

いうことではな く、参加 しなくても市民サービスの受益

者としての期待が失われない限 り参加行動 を起こす必要

性 を感 じていない場合が多いと考 えられる。このような

傾向は自由主義的で原子化 した個人としての市民が、公

共的結合へ のコミットメン トを避ける傾向を潜在的に

持っていることを推測させる。

第3節 投票行動

制度的な参加形態として、地域の政治 ・行政への影響

が大 きい選挙について、市民の参加行動 を探 ってみよう。

選挙の投票率 と市町村の人口規模別の相関関係は、図8

に見 られるように人口規模が小 さい自治体ほど投票率が

高 くなる傾向がみ られる41。このケースでは、投票率 と

自治体の人口規模 の間には相関係数 として一〇.75788と

強い負の相関関係が確認された。都市 と農村の投票率の

差を調べた蒲島やヴァーバの研究でも、都市規模が小 さ

くなるほ ど投票実績は高 くなってお り42、同様の結果は

市町村議選挙で も見 られる。 このことは農村部ほど政治

的関心が高 く市民の政治参画が進んでいるということを

意味 しているのであろうか。

表4「 地域活動は時間的余裕や、やる気のある人に任せるか」（単位%）

97年 そう思 う 00年 そう思 う 97年 そ う思わない 00年 そ う思 わない

全世代 33.9 30.1 40.1 51.6

20代 39.6 17.5 264 50.9
30代 29.7 15.2 43.2 59.5

40代 29.3 25.8 45.2 55.6
50代 28.8 30.3 41.7 56.6

60歳 以上 39.6 39.6 38.1 44.2

出典:熊 本県民へ の1996年 及び2001年 調査 （時事通信社 『地域政策情報一数値情報編』）

のデータを用いて作 成。N=1400。

典型的な制度的政治参加の方

法 として投票は考えられるが、

選挙の投票率がそのまま市民の

政治意識の高 さを反映 したもの

ということは言えない。小規模

市町村 における選挙はコミュニ

ティを2分 するほどの激 しさと

興奮 をもたらすが、心理的な政
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治への関心はヴァーバの研究では日本を含め多 くの国で

都市部のほうが高 くなってい る43。蒲島は、政治的興奮

の過程 で社会的圧力が住民にかかっているため高投票率

になると解釈 しているが、ヴァーバの政治活動モー ドに

沿って考 えても投票 を行 うこと自体への心理的圧力がか

かっていることが推測できる。 しか し、 日本人にとって

選挙の機能は、集団問の意見の違い を明 らかにすること

や、代表を選出すること、重要問題に決定 を下すことで

はなく、選挙 を形式的手続 き的な参加手段 と見る傾向が

あり、諸外国との比較でも日本の地域的な政治文化 とし

て受動的な選挙への参加行動様式が見 られる44。そのた

め投票行動 自体への閾値は低いものであ り、とりあえず

皆に合せて参加 してお くという慣習化 した行動が、人口

規模の小 さな自治体ほ ど選挙投票率が高まる要因の一つ

となっていると考えられる。近年女性の投票率が男性 よ

り高い傾向を示 しつづけていることも、女性が政治に男

性 よりも関心が高いとい うことではな く、女性のそのよ

うな律儀さが影響 していると考える。 また農民は一般的

に体制支持的で急激 な社会変化 を好 まない保守性を持 っ

ており、権威に対 しては受動的で自分 にかかわ りがなけ

ればあえて自己主張 しない傾向 も影響 していると思われ

る4㌔

これらのことか ら、都市部の市民の投票行動だけを見

ると地方に比べて低い投票率を示 しているが、選挙活動、

地域活動、政治運動 など多元的な参加形態を総合的に勘

案すると、根拠 は必ず しも十分ではないが都市市民のほ

うが政治参加への関心 も高 く、主体的に多様 な参加 を

行っているのではないか と考える。都市住民の暮 しは、

経済的 ・物質的なもの として 「集積の利益」 を享受 して

いる反面、人的なコミュニケー シ ョンと相互扶助的な

ネットワークに関 しては 「集積の不利益」が大 きく現れ

る。都市生活者は市民間の交流や情報 ・サービスの交換

が難 しいため、その生活基盤の整備や多種多様なサービ

スの提供 を全面的に自治体に頼 らなければならず、公共

サービスに依存 した生活をしているためでもある46。

これ までの考察から、図9の よう政治的関心は国 レベ

ルやコミュニティ ・レベルでは高いが、県 ・市町村領域

では低 くなる。 また、政治的有効感 は全体 として減少 し

ているものの、参加 レベルごとでは国 レベルからコミュ

ニテ ィ ・レベルにかけて右肩上が りに高 くなるという推

測ができる。投票率は、市町村議選、都道府県議選、国

政選挙へ と身近でなくなるにつれて漸次投票率が減少す

る傾向がある47。参加費用は、ダールが論 じているよう

に小規模システムの方が低いが、異議 申し立て費用は多

元的な集団が多い大規模 システムの方が低い48。これ ら

のことを総合すると、政治的関心や政治的有効感が高 く、

参加 コス トの低い地域への参加は、比較的人々が参入 し

やすい条件を持 っていると考えられ、参加の総体的な減

少の中で も市町村や地域 コミュニティなどの地域活動へ

の参加に増加が起こりやすいことが説明される。

政治アクターである市民は、直接的方法、間接的方法

で政治過程に参加する。 イース トンの政治システム ・モ

デルで説明 されるように、市民の民主的な政治参加は、

政府と市民の選好の矛盾 を穏やかに正す機能を果た して

お り、また希少財である公共財や価値の配分に関する市

民の選好を情報やエネルギー として政治システムに注入

する。また、市民自身も、参加を通 して政治的役割の学

習、政治 ・行政への関心 ・信頼感の醸成、社会の一員で

あることの満足感、民主主義的手続 きによる政策決定を

行 うというルールの学習 と結果への寛容さを習得できる

ようになる。

市民は代表の選択によ り自らが望む公共サービスへの

期待 を実現 しようとするが、現実的には代表の権威的選

択を経て市民が受けるサービス と期待の間にはズレが生

じる。また政治的に決定 された政策 を行政が公共サービ

スとして作 り出し提供する際に、さらにズ レが生 じる。

このような市民の期待 と現実のズレへの不満の堆積が、

代表制民主制の機能不全 として理解 され、市民の行政へ

の直接参加への誘引ともなっている。

市民が参加を欲する問題は、国レベルよりも地域レベ

ルの問題 など身近 さや利害の影響を受ける可能性が強い

もの、経済性、社会 ・環境への関心、価値観などに関す

る争点に関係 しているものが多いが49、戦後進 んできた

都市近郊部での混住化 と農村部での過疎化は、市民自身

のライフスタイルや価値観、職業の変化もあり、コミュ

ニティ ・レベルの意思決定 にも難 しい要因をもたらすこ

ととなった。地域の問題解決に対 して選挙で選出された

議会 と個々の市民の意見が一致 しない場合に、住民投票

条例の請求など直接参加行動 を引 きおこすことがあるこ

とは既に述べたところである。このような住民 と議会の

齪齪が生 じる原因の一つ として、地方議会議員への人材

登用が偏 った分野からなされていることが考えられる。

特に農村社会では、サラリーマ ン層などの人口の多い層

か らは議員があま り選出されずに、農業者や自営業を中

心とした層から多数選出 されている。市民が多 くの問題

を自力で処理で きた社会の地方議会では、無所属の男性

議員である農業や商工業者、地方名望家などの占める割

合が高かった。社会変化による住民構造 と議員構造の乖

離は、職業から学歴 まで著 しく拡大 し、社会内における

議員水準の総体的低下がお きている50。
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第4節 退出 ・抗議 と連帯感

政治的関心や政治的有効感は市民の政治行動 に影響を

及ぼ しているが、これらが損なわれたとき人々はどのよ

うな行動 を取 るのであろうか。ハーシュマ ン51の 「退出

（exit）」、「告発 （voice）」、「忠誠 （loyalty）」 という組織行動

の分析概念を参加行動の分析道具 として用いて、市民の

地域 レベルの政治的課題への対応について考えてみたい。

市民が地域社会の状況に不満足なとき、解決方法の一

つ として地域社会か らの退出が行われ得るが、このよう

な市民の行動をティボーは 「足による投票」 と呼んでい

る。学生や独 身者 などにはコス トのかか らない方法の選

択であ り、気に入らない状況が発生すれば他地域へ転居

をすることで問題解決を個人的に図るとい う合理的な行

動である。また、過疎地 などに暮 らす住民の地域へのロ

イヤルティが減少 した場合、地域に留 まり改善を行 うと

いうコス トよりも、子供 などを頼 り転出するコス トの方

が低 くな り、人口の流出が引 き起こされる。

しか し、家族のいる世帯や仕事の場 ・自宅 ・不動産を

所有 し、簡単に他地域へ転出できない者にとっては、退

出とい う選択肢はコス トが大 きく、む しろ告発 ・抗議 と

いう参加行動が選択 されることになる。つ まり地方政治

や行政に自ら積極的に関与 して、批判やデモンス トレー

ション行動 により不満 を訴え、影響力を行使 して状況の

改善を目指す行動が取 られる52。また、地域コミュニティ

への連帯感が ロイヤルティを喚起する レベルにあれば、

たとえ退出コス トは低 くとも抗議 ・告発が選択 される可

能性がある。つまり 「わが町をよくする責任は私たちに

ある」 といった責任感 と地域 メンバーに対する連帯感が

共有された状態であって、「負荷なき自我」の個人ではな

く地域の共同性の中に自己の基礎を持つ 「位置づけられ

た自我」の集合が形成 されている状態である53。このよ

うなコミュニティにおける人のネットワークや連帯感は、

その 「地域資源」 として考えることがで きる。

経済発展 は人々の政治的資源を増大させるが、他方で

政治参加 を抑制する効果を惹起する場合がある。伝統的

社会では、政治争点は身近なものであ り単純明快であっ

た。 しかし、経済が発展 し社会が高度化す るにつれ、政

治決定の多 くが国家 レベル ・広域 レベルで行 なわれ、争

点が複雑化することから、問題を理解 しフォローしてい

くための能力 とコス トを市民に要求するようになった。

また、問題解決の困難性が人々の政治的有効感を低下さ

せ、政治参加への誘引を下げている。経済発展に伴って、

政治的資源 を獲得する能力 に格差が生 じること （ハ ン

ティン トンのギャップ仮説）も、新たな課題 となる。

このような社会格差 の拡大は、政治参加のための政治

的資源の偏在 を引 き起 こすとともに、 さらに経済発展が

人々の社会的上昇 とコミュニティか らの退出の機会を高

め、政治参加 を相対的に減少させ る可能性 をもたらす。

しか し、このことを個人 を中心に考えると、社会が移動

の機会 をた くさん提供することは、社会的挫折感を社会

的移動によって解消することがで きるということでもあ

る。日本の各地 に見 られる過疎地や中山間地の地域 コ

ミュニティでは、このような近代化によって引き起 こさ

れた伝統的 コミュニティか らの退出が不断に見 られる。

少子高齢化の進展 と雇用の場の喪失、そして自給 自足的

生活ではなく市場経済化の中に巻 き込まれてしまったラ

イフスタイルが、地域への忠誠心の絆を断ち切 り、社会

紐帯を喪失 させている。

私たちは時 に、 トクヴィルがアメリカで見たと同じよ

うな素朴なタウン ・ミーテ ィングの行なわれる自発的共

同社会の民主主議論を前提 として、地域を暮 しよい所に

するために 「より大 きな参加、より深いコミットメン ト、

より多 くの参加、よ り高度の連帯 は、あらゆる社会秩序

においてのぞましい門 と素朴 に考えがちである。 しか

し、果たして市民はこの 「新 トクヴィル主義」理論がい

うように、経済的環境、人口的 ・社会的変化の影響を受

けながらも公徳心を備えた存在 として連帯の意識 を紡 ぎ

なお してい く能力を持った主体 とな りうるのであろうか。

また、そのような参加によって、民主主義を深めること

が可能となり、コミュニティを市民社会として再興する

ことに繋がるのであろうかという疑問が生まれる。例え

ば、公害病で壊 された市民の連帯感 を再度紡 ぎ直すため、

熊本県水俣市では 「もやい直 し」運動 を市政の中心に据

えて取組んでお り、それをコミュニティの維持.活 性化、

再生のための重要な鍵 と位置づけている。地域の再生に

向け市民を結束させるユニークな取組みとして評価でき

る。 しか し、時に過度の連帯感の強調 は利害の基準が異

なる人々を統合化 し、利害を単一化する強制的な影響 を

もたらす場合がある55。さらに、人々の意識や価値観の

形成にかかる公共政策の実効性については、本質的に政

策として馴染みにくい性質の ものであ り、継続的な意識

啓 発活動によってもその成果は期待で きに くい。 しか し、

共同体の再構築には、このような地道な連帯感の育成な

しには達成できないことも現実である。参加により全て

の事が一義的に解決できると考える参加民主主義には限

界があり、多元的な民主主義のあり方を包含 した市民社

会の実現へ と連帯 ・協働する社会が目指すべ き姿になる

のではないかと考える。

第5節 帰属意識

それでは次に、市民の帰属意識 と地域社会との関係に

ついて考えてみよう。これは既 に論 じたハーシュマンの

ロイヤルティにも関係する概念 として捉えることがで き

る。まず、県や市 という広域行政区域では、一般的に住

民には 「地方」「地域」という感覚は見 られるものの、コ

ミュニティ感覚は薄い。 しかし、阪神淡路大震災時の神

戸市や沖縄の 「ウチナンチュウ」 という感覚は、共通す

る何 か大 きな契機があった ときには拡大 したコミュニ

ティとして人々に認識されることがあることを示 してい

る。
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第二 に、 日本の政令都市の行政区 レベルでは、単 なる

行政区画であ り区長 も公選制でないことか ら市民は行政

サービスを受ける住居単位 としては地域 を認識するもの

の、主体的に市民が参加 し活動する場 としての コミュニ

ティ感覚は育ちにくい状況にある。 イギリスでは、地方

自治制度の改革でこれまでの自治体制度 を改め、ユニタ

リー ・オーソリテ ィーである1層 制へ と変更 しているが、

その広域化に対 して住民に一番近い自治の単位 としてパ

リッシュが再評価 され、そこに住民のための小規模の議

会を備えるような動 きが見 られる56。世界の大都市 にお

いても、東京都特別区のコミュニティ ・センターを中心

とした 「市民参加」の取組みや、パ リやロン ドンなどに

おける街 区を最 も基礎的な 自治の単位であるコ ミュニ

ティとして認め、市民の集会 に対 して一定の予算 と権限

を与えるといった試みなど、最小 自治の単位 としてのコ

ミュニティ形成 と帰属意識の醸成が住民 自治にとって も

重要 となっている。

第三に、近隣居住区は、帰属意識 を考える時のコミュ

ニティに一番近い ものであり、そ こでは 「む ら」的意識

が共有 されている。伝統的コ ミュニテ ィには閉鎖的 ・否

定的なもの という印象があったが、都市化の中で傷つい

た心を癒す地 として、あるいは住民の思想 と行動の新 し

い体系 （自治）や都市的生活環境施設の充実 という面で

コミュニテ ィを積極的に評価する考 えも生まれている。

帰属意識か らみたコミュニティは、行政界 によって区画

されたものではない自然村的な ものであ り57、たんに 「そ

こにあるもの」ではなく、「そこにいる人々によって作 ら

れるもの」 という性質を持つ。小学校規模程度の近隣居

住区には自治の権能は小さいものの、 自治会活動や共同

作業、相互扶助、PTA/子 供会などの活動をとお して

帰属意識が形成 されている。 しか し、従来の自然的なコ

ミュニティの範囲 も、市町村合併により区域の拡大や再

統合が なされてお り、地域アイデ ンテ ィティの基礎 とな

る帰属意識にとって新たな危機 をもたらしている。

アメリカでは、レジデンシャル ・コミュニティ ・オー

ガニゼーション （RCA）58として住宅やマ ンション住民組

織などの小規模の市民集団による活動が増加 している。

地方の公共サー ビス提供がその地方政府だけで完結する

ことができず、広域あ るいは上位 レベルの政府に よる

サービスの提供が増加するなかで、逆 に最 も住民に近い

ところへ権限と責任 を委譲 してい く分権化の動 きの一つ

としてこれ らを理解することができよう59。

地域活性化の視点からコ ミュニテ ィを見ると、市民相

互のコミュニケーションによって地域 を統合すること、

つまりコミュニテ ィへの所属意識 を基盤 にとした心情的

連帯感を醸成 し、コミュニティ ・アクションとして協働

することから人々にそ こでの生活へ充足感が感 じられる

ようにしてい くことが政策の鍵 となっている。この よう

な連帯意識 を住民が共有で きるようにす るためには、暮

しの中で住民同士の交流や参加型学習を通 して共に学ん

でい く機会が必要条件 となる。いわゆる政治的社会化 と

しての社会教育 （公民教育）が、知識 としての理解と地

域での自発的共同関与 としてコミュニティ参加のライフ

スタイルと価値観を形成 していくことになる。近年、田

舎の暮 しを住民自身が誇 りに思えるようにしようと田舎

の再評価の試みがなされているが、これもまさに地域ア

イデ ンティティの再構築のための行為であると考えられ

る60。

第3章 参加 をめぐる諸課題

第1節 直接民主主義の限界

大衆である現代市民の機能や能力をどのように理解す

るかにより、政治参加のあ り方は大きく異なる。古典的

民主主義理論の影響 を受けた 「参加民主主義論」は、す

べての人々が決定に関与で きる知識を持てるよう教育 し、

民衆の最大限の政治参加が行われることが望ましいもの

であると考える。この理念は、既に述べた トクヴィルの

考えの再評価 として現代 アメリカや 日本にも見られ、コ

ミュニタリアンとも伝統と共同体への関心を同 じくする

「濃い参加」の形態である61。

他方、「エリー ト民主主議論」は、市民は受動的で私生

活にしか関心がない存在であ り、また過剰な市民の参加

は政治システムへの負荷となると考える。個人の政治参

加よりも政治システムの安定 と効率性を重視 し、エリー

トに政治 を委託すべ きとするもので、無関心層の効用 を

評価する。大衆社会化 した市民社会が、流動化 しやすい

危うさを持 っていたることから主張された考えであった。

古典的民主主義論は、『「人民」はすべての個々の問題

について明確かつ合理的な意見をもち、さらに進んでそ

の意見の実現 につ とめる代表 を選ぶことによって自己の

意見 を実行 に移 さんとする もの』であったが、シュン

ペー ターはそれを逆 にして、民主主義的装置の第一義的

な目的は決定を行 うべき人々の選挙であ り、選挙民によ

る問題の解決を第二義的 とす ること、つまり選挙で誰を

代表者にするかという判断だけが市民の政治参加である

と主張 したb2。またハ ンテ ィン トンは、1960年 代 に発展

途上国が経済的な離陸か ら民主化が社会に浸透 して参加

が急増することで、ついには政府の統治能力を超えて し

まい政治的安定の崩壊 を招 き軍事独裁などを引き起こし

た多 くの経験から、過剰民主主義が政府の統治能力を阻

害する可能性があると考え、エリー ト民主主議論を主張

した。このような理念の違いは、民主主義制度自体の基

盤である市民の能力 と限界をどのように考慮するのかと

いうことと関係 している。エ リー ト民主主議論 は人間が

非合理的な限界 を持つ存在であることを前提 に、歴史的

経験 に基づ き民主主義体制を維持するための理論として

主張 されるものであるが、規範論的に問題が残 り、また

現状肯定的な傾向があることが指摘 されている。

現代の市民の政治参加は、立法過程への制度としての
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直接民主主義 とは異なるが、行政過程への直接参加 を目

指す 「参加型デモクラシー」の影響がそこに見 られる。

国 レベルでは代議制民主制が中心であるが、県、市町村

と政府の規模が小 さくなるにつれて市民と争点の密接度

や構成員の同質性は高ま り、参加する市民のサ イズや政

府の領域が小 さくなることから、直接参加の可能性が高

くなっている。本質的にはデモクラシーはすべての人民

の参加で行われるべ きものであるが、現代国家で直接民

主制 を中心 とした統治が可能な国は存在 しない。その意

味で政治参加 における直接民主制の主張は、民主主義に

ついての一つのイデオロギー的立場であ り、これらの制

度はどちらが優れているか ということが問題ではなく、

政治システムの形態の選択に関する問題であり、実践的

にはデモクラシーを深化させ るためにどちらの長所を利

用 し、短所 を排するか とい うことが重要 となると考える。

それではここで直接民主制が成立する条件 と限界につ

いて簡単に整理 してみ よう。規範論的な参加民主主義の

理念は、古典的民主制や発展型共和主義、 またアメリカ

民主主義のタウン ・ミーティングに代表されるコミュニ

テ ィ主義 ・地域中心主義の影響 を受け、市民が参加する

集団学習を通 して民主的市民 （公民）に育つ事が重要で

あると考える。そこでは市民の参加 を増大 させ ることが、

民主主義を進展 させることであ り、「濃い参加」は善なる

ものと考えられている。 しか し、直接民主制の現代的な

思想 と運動であるこの主張には、参加する市民のサイズ

と質の問題が付 きまとっている。古典的民主制は都市国

家 というサ イズの問題、市民 という比較的同質の主体の

存在 と、市民権の厳格 な制限、都市国家を支 える奴隷や

外国人の存在など特殊 な条件下に成立 した政治体制であ

り、例えば民主政期アテネの民会は3万 人もの市民が参

加 し劇場を議場 として政治が行われていたが63、都市市

民が参加 して政治を決める都市国家自体のサイズにはお

のずと限界があった。現在 もアメリカのニューイングラ

ンドのタウン ・ミーティングやス イスのカントン64など

では直接民主制が行われているが、現代社会では争点の

高度化や迅速な判断を要す る事態 も多 くな り、すべての

政治 ・行政の決定を全員で行 うとい うことはミルの主張

にみられるように現実的に難 しくなっている65。これら

の直接民主制 を部分的に導入 している所でも、次第に代

議制政治が取 り入れられ、市民の直接の意思表示は重要

な問題 に対 してのみ行われるようになっている。この意

味で直接民主制は市民に最終権限は留保 されているもの

の、政治システムに緊張感を与え、政治過程を活性化 し、

参加が建前化 した代議制民主主義の形骸化を防ぐという

補完的な機能を果た し66、代議制が有効 に機能する場合

は参加民主主義に期待することは少ないが、そうでない

ときは参加民主主義が活性化することになる。

近年の電子ネットワークの発達は、現実に直接すべて

の市民が参加 した意思決定の政治 システムを実現可能な

レベルに近づけている67s。一方、エ リー ト民主主義論で

危惧 されるように、人間の関心 とコス ト、利己的な関心

に支配される恐れ、短絡的な反応、争点の専門性への理

解能力などの限界を考えた ときに、「すべてのことをすべ

ての人が決める」 システムは一見道徳的なようで、現実

には多様な人間の有限性 ・不完全性 ・限界性に基づ く困

難な問題を含んでいる。 このことから電子投票による参

政や意思決定への参加は技術的に可能になっても、毎日

がレファレンダムといった政治参加を行 う余裕や能力が

果 して人々にあるのか疑問 となる。また、議論をとおし

て利害の違いについて理解を深め合い、その結果を多数

決として決定する民主主義手続 きの本質的部分である議

論の場 （=議 会 ）を欠 く制度 は、有効 な政治システムと

して機能で きないと考える。

「新 トクヴィル主義」に代表 される地域における市民の

参加に関する神話は、「小規模な社会のほうが大規模な社

会よりも民主主義に構造化 しやすいとして、地域的自治

的社会のほうが相対的に開放的で透明性 を持つという見

解に立つ。… こうした見解 によれば、コミュニティは、

住民たちの密度の濃い討論 と参加を要求し、彼等の輻輳

した利害が、妥協 と同意へ向かう強力な動機を生み出す。

不一致は、共通の歴史 ・共有 された理解 ・集団的利害を

軸に克服できる」 とするが、現実には 「コミュニティの

真の重要性は 『自由社会の中心的価値の支持よりも、安

定性の保証 と秩序の維持』」にあ り、地域のエリー トたち

には自らの地位 を維持するために諸団体 を活用 し、私的

利益 を確保する行為が広 く行 われる傾向が見 られる68。

エーレンベルクが言 うように 「集団が地域的になればな

るほど同質的になればなるほど、その政策は排他的にな

り、権力の地域的分割を映 し出す ことを確認 した」「この

ような状況では、脱集権化は不平等を強化するのであり、

地域のボランティア団体よりは民主主義のほうが多 く必

要 とされる」という事態になることが危惧されるなど、

小規模社会への参加には人間性 に根ざした問題が潜んで

いる。 さらに人種差別やマイノリティの人権問題などに

ついては、これまでの市民社会では市場や市民 ・企業な

どの中間団体 よりも、逆説的であ るが 国家が制度的に

守ってきてお り、また貧 しいものの利益は大 きな集団に

おける方が守 られてきたという現実 もある。

マンスブリッジによるタウン ・ミーテ ィングの研究で

は、「直接民主主義的構造は、共通利害の基準がすべての

人々にとって明確なとき、うまく機能する」。「安定 した

民主主義的秩序は統合的システムと利害システムの契機

を結合するものだが」、地域諸団体の合意形成には統合と

しての面が強 く現れることか ら、利害の衝突を覆い隠し

ながらも内々に調整がなされ、不利益を被っている市民

にさらに被害 を被 らせることがあるということが明らか

となった。田舎の全会一致の方式が「しこりを残さない」

ということを重視 し、このような傾向を帯びがちである

ことも統合作用が働いているか らである。直接民主制が

コミュニティ内で機能するとき、利害の衝突回避 システ
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参加 とエ ンパ ワーメ ン トに関する研究

ムが防御 にも強制にも作用す るということであり、「連帯

としての民主主義に向かう感情 を導 く反面、融和的な方

法が無力な人々をいっそ う孤立 させ る」69という危険性

を内包 している。 トクヴィルがアメリカの民主主義 を見

て危惧 したいわゆる多数者の専制の危険性 に関する問題

であ り70、民主主義 のル ソー ・モデルによる人民に基礎

をお く権力 を創出 しようとして過度に一体性 を強いると

専制につなが り、逆にマディソン ・モデルに見 られる人

民の支配 もまた多数の専制 になる危険性があることから

権力の抑制 と対抗関係の制度化 を重視すると参加が抑制

されるという、デモ クラシーが本質的に包含 している課

題がここに見られる。

また、直接民主制度の発達 したアメリカでは、制度が

予定 していなかった過剰な参加 によ りデモクラシーのあ

り方が揺 らぐ事態が起こっている。アメリカでは、ボス・

マシー ン支配による間接民主制制度に対するアンチテー

ゼとして市政改革運動が19世 紀末か ら盛んになり、執行

権の強化や直接民主制的制度が次第に整備 されてきた。

1902年 にはカリフォルニア州で直接請求 としてイニシア

ティブ、 レファレンダム、リコールが制度化され、住民

による直接参加が行われてきたが、1978年 カリフォルニ

ア州ではこの制度化 されたイニシアテ ィブを組織力のあ

る団体やPR会 社が利用 し、キャンペーンを行い住民の署

名を集めるという手法で、「プロポジション13」という減

税運動をおこした。このイニシアテ ィブの使 い方は急速

に全米に広 まり、過激な参加活動が展開された。運動オー

ガナイザーがキャンペーン活動 を組織的 ・商業的に行い、

減税法のための市民投票、移民 に対する教育や医療福祉

の拒否のための法案の提出、銃砲等規制反対運動など、

地域エゴの露骨な実現へ向けたイニ シアティブ政治を加

速化 した。ダイレク トメールによる署名 と資金集めは、

コンピュータ ・レタリングというビジネスにまで成長 し

ている。 しか し、これは本来制度が予定 した政治参加 と

は異なり、州政治に混乱 を招 き、また争点によっては全

米か ら反対運動が起こるとい う事態 にもなった。マイノ

リティの人権や福祉施策の基盤 を市民の多数意見である

として突 き崩そ うとする行動は、単 に市民の意思は善で

あるとい う前提に対 して疑問を投げかけるものとなった。

このような直接参加政治 に対 して、莫大な資金が住民側

あるいは反対する企業側か ら支 出されたが、大規模ビジ

不スの利害関係者がイニシアティブを立法過程を飛び越

す手法 として利用することで、市民 による民主的コン ト

ロールではな く、公共性の仮面 を被 った私的利益の追求

の手段 になって しまったわけである71。有権者 自身は比

較的冷静 に対処 し、成立 したイニシアテ ィブは少ない と

いわれているものの72、ここにも直接民主制の乱用がデ

モクラシーを一方で損なっていく可能性があることが見

られる。

これまで市民の参加 と関係 した直接民主制に関する課

題 と限界について論 じてきたが、その趣旨は決 して直接

的な参政を否定するものではなく、直接民主制の限界を

考慮 した上でどのように民主主義制度の中に組み込み得

るのかについて研究す る必要があるとい うことである。

第2節 対立的価値 をめ ぐる意思決定

次に参加 をめ ぐる諸問題 として、対立的な価値の決定

に市民はどのように参加 しうるのかについて検討する。

討議的民主主義は、自由で平等な市民の討議に価値をお

き、「開かれた参加」を民主主義の基礎 とす るものである。

このような制度 も究極のものではあ りえないが、社会的

存在である人間の利害の違いを調整 してい くために討議

のためのアリーナを確保すべ きであるとい う考 えであ

る73。マ ンハイムは政治的議論は理論的適切さの争いで

はなく、社会的優越 を目指す闘争の合理化 された形式で

あ り、敵対者の社会的地位や威信などへ攻撃 を加えるも

のであって、合理的意思形成の可能性 を危惧するが74、

ハーバーマスは、「『情報交換的・討論的な自由な公共性』

の出現によって、発展するブルジ ョア的市民社会の私的

関心事は公共的なものに拡大」すると考え、「討論が各人

に賛同されつつすべての人に開かれ、議論が普遍化 され

る方向で支持 されることを強調 した。民主主義は一連の

手続きであ り、討論的倫理によって私的個人にその主張

を合理的にさせ、私的利害を高次な討論において放棄さ

せ ることができる」75と考えている。彼の普遍主義的哲学

は、実践的討議が参加者に対 して自分の欲求と他者のそ

れとを相互了解 しようと努めさせ、各人が共通 して望む

ものである 「普遍化可能な利害関心」 を発見 しようとす

ることである76。参加 自体 を価値 とするのではなく、参

加の枠組みや制度は民主的な政治過程 を形成するための

手段として重要であるという考え方に立つと、コミュニ

ケーションによる討議的民主主義による市民の参加は、

多様な価値観の対立の中から政治的合意を調達するプロ

セスを豊かにするものとしてとらえることができる。

それでは、価値観や地域の利害が対立 した問題 を討議

的民主主義のアリーナがうまく解決で きるのかを考える

ために、典型的な問題 としてダム事業の推進 と反対派の

行動を題材に考えてみよう。討議的民主主義のアリーナ

で、必要であれば結論を急がず時間をかけて市民間のコ

ンセンサスを築いてい くことが確かに有効 となる場合が

考えられる。たとえば、意思決定に時間的な余裕がある

場合で、地域環境に影響のある公共工事 であるとか、

NIMBYと いわれる必要であるが迷惑施設 として近隣住

民が必ず反対 しかねないゴミ処理施設の建設などは、す

べての情報を開示 し住民 自らが学習 して決定に参加でき

るような方法の制度化は有用であろう。また、コミュニ

テ ィ ・センターの建設など地域住民の福祉増進のための

手段 と内容の選択 なども、大 きな利害対立は少ないもの

の優先順位などに関 しては意見の違いが大 きいことから、

討議によるコミュニケーションを通 して地域 としての意

思決定を導 き出す試みが多 くなされてきた。
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熊本県川辺川 ダム建設のケースでは、既に賛成 と反対

派による対等 な関係での討議 という理想に沿って議論す

る段階 を失 してお り、結果 としてコミュニケーションの

場は 「神々の闘争」の様相 を呈 し、公共性の レベルでの

合意形成が困難な対立状況が続いている。図2に 即 して

考えると、ダム計画がで きた当初は水没する五木村など

地元の根強い反対にもかかわらず、国や県は、八代市、

人吉市な ど下流の水害被害流域の防災という利益に応え

るために、五木村への補償で問題が解決できると考えて

きた。この問題の質を「ハー ドな問題」と捉えてきたが、計

画か ら35年 の年月が経ったとき政策価値 として治水 に加

えて川辺川の鮎や鳥類などの自然体系や有明海への影響

など環境保全の価値が大 きな ものとなってきた。このよ

うな防災 と環境保全 という二律相反する価値の実現 を求

める闘争は問題の質が 「ハー ドな問題」から 「ソフ トな

問題」へ と転換 したことを意味 し、このダム建設の可否

の問題は地元市町村のみならず全国レベルの政治課題 と

なってしまった。

このような状況下で、あえて住民討論会とい う討議ア

リーナを設定する熊本県の試みは、自治体が、国、住民、地

域 自治体、運動支援者たちなど多様 な主体 を相手にしな

が ら、コミュニケーションによる開かれた討議の もたら

す成果 を信頼 し、何 らかの理解 と合意形成に挑戦 しよう

としている事例 として非常 に興味深いものである。現実

にはたとえ妥協 には達することはできないとしても、討

議 を通 して多 くの人々がそれぞれの主張の意味を理解 し

ようとすることは、地域住民が公共的な問題解決へ向け

た取組みをともに行 ったという共通経験 となるものであ

る。将来類似の問題が発生 しそ うなときにも、どのよう

な解決手続 きをとるべきかについて地域社会の経験 を生

か し、民主的手続 きを拡大 してい くための学習がなされ

ることを期待 したい。啓蒙主義的であるかもしれないが、

このようなプロセス自体に一つの政治的価値 を見出す こ

とで きる と考 える。 しか し、現実 には新聞などの報道は

漁業権収用の決着をクローズアップし、県知事はどう落

とし所を見つけるのかという視点 に関心が収束 しがちで

ある。 また、双方の議論の仕方にも問題があ り、科学的

に予測で きることとその限界を明確にし、防災 と環境保

全の価値をどの程度の リスクをとりなが らバランスさせ

るのかということを考えるための情報が提供されていな

い。い くつかのオプションの中からどの案を採用するか

という議論ではなく、双方の対立案を主張 しあ うだけと

なっていることから、妥協点を探すことが不可能 となっ

ている。現実の問題を扱 う場合 に、討議的民主主義では、

対等な立場で参加 し、各人が対話相手を尊重 し、互いに

応答 しあ う相互了解を志向することが前提であり、討議

が党派性 を帯びると問題解決できないという限界がある。

とくにダム闘争のような場合、地権者が補償額 という条

件闘争に入っても環境保全などの外部不経済を主張 して

いる反対 闘争 に加 わっている周辺の人々にとっては、

いっそう争点を普遍化 させ、原理主義的な争いへ導 く傾

向が生 じる77。

また、ディベー トという西欧流の合意調達は日本人に

はなじまず、全員一致方式で地域にしこりを残さないと

いう手法が伝統的な日本の意思決定の方法であり、この

ような討論は地域に大きなしこりを残すだけだという否

定的な意見 も地元政治家にはある。確かにある時点で、

行政や政治の長、 もしくは住民 （県民）による投票など

何 らかの手段で、全体の利益のために地域エゴを越えた

決定を行わなければならない時期が到来するわけで、討

議を深めてい く時期 と決断の時の判断が問われることに

なる。 しか し、このような合意の調達方法 を試みたあと

は、納得できない部分があろうともデモクラシーの枠組

みの中である意思決定が行われたことを甘受するという

ことについて、 どこまで学習で きるのか市民自身の民主

主義のルールの体得が問われていると思 う。

この他に、政治によって解決することに馴染まない問

題も存在する。人々の価値観の変更や、妥協の余地のな

い要求を掲げる運動などがその代表例 となるが、これら

の問題については、行政の人権 ・環境学習、男女共同参

画社会づ くりなどの取組みに見られるように、長期 に及

ぶ啓蒙や教育的努力 しか対応の方法はない。つまり、参

加や協働だけですべての政治的課題の解決が行えるとい

うことではないと考える。

第4章 コミュニティ政策 としての参加

第1節 コミュニティの形成

1コ ミュニティ ・エンパワーメン トと行政の役割

ここでは、コミュニティ ・レベルのデモクラシーを深

化させるための市民の育成 と、自治能力を持 った地域社

会形成の政策について、主 として行政側の視点から整理

を行う。これまでの政治参加 をめ ぐる議論から離れ、具

体的な政策 レベルの取組みについて論 じる'ことになるが、

「協働」 という現代の参加のあ り方を考える上で行政政

策について検討することも意味があると考え、ここで扱

うこととした。地域社会が抱える共通の課題に対 して協

働により解決を目指すネットワークや、そのことができ

るという社会的信用は、パ ットナムの 「シビック・コミュ

ニティ」論の相互信頼の有無 とも類似 しているが、市民

の力 による 「社会資本」 としてとらえることができ7s、

地域社会がこのような社会資本を持っているか否かがコ

ミュニティや地域の民度 ・活性化能力を表す ものとなる。

コミュニテ ィ ・エ ンパワーメン トは、コミュニティ自体

がそのような能力 を獲得 してい くことを意味する。

現在全国の市町村役場による地域振興施策、都市政策

の一環 として、地区住民を主体 とした会議体 による討論

やワークショップが開催され、地区計画の策定や行政へ

住民の意見を反映 しようとする取組みが進められている

が、このような行政主導による「住民参加」であっても、地
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域住民に身近 な行政や政治への関心 を高め、行政施策の

方針決定 ・評価へ住民が主体的に関係する機会を増やす

ことは、行政の緊張感を高め住民の意見を反映 した行政

サービスの提供が行われることへ好影響を与えている。

この意味で議会対策や住民や各種集団の包絡 という意味

だけでな く、市民の自発的共同関与 に行政 との協働が一

定の役割 を果たしているということがいえる。このよう

な関係を促進するための行政の役割 としては、第一に市

民活動の援助や人的資源の発掘 と育成であり、第二にコ

ミュニティ ・アクションに関する広報啓発 と情報提供、

第三に市民のコミュニティ形成活動の場を提供すること

がある。つ まり制度化、人づ くり、組織化、資金と場の

提供を行 うことで、市民 自身の課題の探索から目標設定、

実施への主体的活動 を尊重 してい くことなどである。

しか し反面、住民参加の場を形式化 し、行政方針の周

知広報の場 として行政が位置づけると、住民へのガス抜

きとして、あるいは総動員化 として しか機能 しないこと

にもなる。市民参加は美 しい響 きを持 った言葉であった

が、過去の実態はアーンスタインのいうように市民の操

作であ り、治療、情報提供であ り、よ くて も協議、懐柔

であったことは既に見て きたところである。価値観の多

元化 した社会において、コミュニテ ィ形成に多 くの市民

が参加するためには、多様化 な価値観 を止揚 して一人一

人のエゴをコミュニティに融合 させ、地域エゴを地域の

ビジョンにまで統合する とともに、それを共有する能力

を市民 自らが学ぶ というエ ンパ ワーメントが必要となる。

しかし、このプロセスが持つ統合過程は、別の面では地

域住民に対する強制的な面を持っていることも忘れては

ならない。

コミュニティづ くりに必要な市民の集団としての心情

には、① コミュニティが目指すイメージへの安心感があ

ること、②組織が市民に 「ある規制力」を持つこと、③

集団思考の場があることが必要とされる79。つまり、地

域の ビジ ョンが共有されること、地域の意思決定へ従う

ルールが受容されていること、そ して集団学習が行われ

ることである。 しか し、中山間地などでは過疎化が進み、

市民の人口構成が高齢者層を中心 としたものとなり、ま

た地理的な隔絶感 と個々の暮 しの条件が大 きく異なるな

どから、共通の地域 ビジョンを描 くことが住民の 自発性

だけでは難 しいことが しば しばお きる。このような場合、

町村などの行政が地区担当制をおき、コミュニテ ィ内で

住民が話 し合い将来 ビジョンを考えるための教育的機会

を創設 してい くことが、住民の一体感 を高める効果的な

施策 となっている。1969年 の地方 自治法改正で市町村は

基本構想 を定めることが求め られたが、この策定のため

シンクタンクへ地域特性の調査や地域振興計画の立案を

委託することが多 く行 なわれて きた。 しか し、地域住民

の参画なしに作 られた地区計画 ・ビジョンは、現実的に

は住民の価値観の統合化には実効性 を持たなかったとい

う経緯がある。

次 に、コミュニティへの住民参加の意義については、

時間がかかり結果 として素人の意見ばか りとなるという

否定的な評価がある一方で、肯定的な評価 として衆知の

知恵を集めることができる （創造性）、ともに考 え理解が

進むことで現実性が高 まる、実施に向けた効率性が確保

できる、地域の管理、市民の自発性 による事業への発展

性 と持続性が得 られるといった利点があげられる80。ビ

ジ ョンの共有 と連帯感の醸成、そして事業展開への協力

的環境の整備として とらえる視点である。 これか らの市

民の参加を考 えるとき、単に行政が市民の意見を聴 くと

いうレベルから、共同の責任において実行する体制へ移

行することが新 しいパー トナーシップとしての協働参加

として考えられているが、このためには市民の能力のエ

ンパ ワーメントが重要な課題 となる。地域で発生 した課

題を自分たちの問題 として受け止め、す ぐに行政には転

化 しないで地域に中で自律的に第一次的解決を図ろうと

する市民層を形成することが、 目指すべ き状況 となる81。

このような受益型の市民から自立型の市民への転換には、

十分な時間をかけ信頼関係 を醸成することや、市民 自ら

が考える学習 トレーニ ングが欠かせない。地域での集団

学習体験を通 してコミュニテ ィとしての連帯感を形成 し、

共通のビジョンを共有 してい くような機会を作 っていく

ことが必要 となる。

さらに地域における市民の活動が始 まっても、市民間

の利害の不一致 をどう調整 し、合意形成をどのように民

主的に進めるのか、組織化 に伴う一般市民 と代表市民の

ギャップをどう埋めていくのか、長期間にわたる運動を

どう継続するか、市民代表の高齢化や後継者の養成をど

うするか、市民 自身の レベルアップをどう図るか、市民

組織を活性化 し、実体を伴 ったものにどう育ててい くの

か といった問題点がある82。また、地域中心主義的な参

加を促進することですべてが解決するという考 え方だけ

では、地域内の少数者の人権や利害を抑圧する可能性や、

地域の有力者の利害を中心 とした合意形成が行なわれる

危険性などが見過ごすことのできない問題 として残 る。

「市民参加」や運動が効率的 ・安定的であるためには制

度化が必要であるが、一度制度化されるとダイナミズム

を失いがちであり、「市民参加」が長い生命を持つために

は、運動の制度化 と制度の運動化の循環が必要 となる紹。

この意味で、「ソフ トな問題」へ対応する参加 として、行

政と市民の協働 の継続的な関係構築が進められている。

地域づ くりは完結することのない永久運動 という性質の

ものであ り、コミュニティや行政がどのように人的資源、

コミュニケーション環境 を将来にわたって維持 ・確保 し

っづけることがで きるのかということも、地域づ くりが

本質的に内包 している課題である別。

2エ ンパワーメン トのための集団学習

「地域づ くり」 というコミュニテ ィ・レベルの活動への

参加に対する市民の関心は、地方政治に対する関心 より
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も高 く、特に小学校区単位や大字単位程度の区域の住民

による地域づ くりの取組みは、政治参加 というよりも相

互扶助や共同作業、あるいは自治会など最小行政単位へ

の参加 という意味合いが強い。大都市周辺では、このよ

うな地域活動に、市民のみならず市民の作ったNPO法

人などが数多 く参入 しは じめている。他方、地方小都市

では、従来の区長や 自治会を中心に した行政補完 ・苦役

型が多 く、市民の自発的な意思決定 ・執行過程への参加

としての地域づ くり活動 はやっと著につ き始めた段階で

あ り、 まだ参加の促進は、市町村政策による育成 ・啓発

の対象 として扱われている。

それではここで、地域社会 における市民はどのように

したら地域の連帯 を結びあえるようになるのか、協働が

可能となるのかとい うことを考えてみよう。図10は 個人

の持つ志向性を私的 ・公的志向と孤立 ・連帯志向の関係

により類型化 したものである85。大衆社会における個人

は、相互に積極的な連帯やコ ミットメン トをもたない原

子化 した個人という傾向を強 く帯びてお り、政治的無関

心で、根無 し草的な性向で、行政に依存 した存在である。

しか し、時には突如 ファナティックな政治参加 を行 うよ

うな不安定 さも有 している。 この領域では人々は協働や

連帯には関心 を持 ってお らず、行政が主導的な役割 を

担っている。原子化 した個人が私的志向 （自治）に近づ

くと、私化 した個人へ と変化する。私化 した個人は、孤

立的であるが、自律 した自己 を持ち、意図 して社会と距

離を置 く 「負荷なき自我」を持 った人々の領域である。

政治的思考 には、他者への気づ きを持って、「私」の利益

から一歩離れた地点か ら 「公」 を見る能力を要求するが、

原子化 した個人や私化 した個人には、公を尊重する視点

が少なく、自由と個人の利益 を第一義 に考える孤立化 し

た市民存在である。この私化 した個人も、 自主独立 ・自

立傾向は既 に持っていることから、結社や連帯の価値を

認め、個 を尊重することで、分権や市民的 自由の制度的

保障を希求 し、協働する自立化 した個人へ と変化する。

他方、原子化 した個人が連帯意識を持つ と、政府への協

力など行政の同調、下請 として参加するようになるが、

あ くまで行政にとって操作の対象 としての包絡 された参

加 レベルに留 まる。 しか し、これらが 自立化することで

協働参加で きる個人へ と変化する。もちろん私たちがこ

のどれかの領域 にすっぽ りと納 まっているということで

はなく、私たち自身、役割の多重化、生活形式の多元化、

ライフプランの個別化などによる多元的な存在であ りな

がら、他方で地域共同体や出 自への帰属感にこだわって

いる部分を持 っている。コミュニティ ・エ ンパ ワーメン

トは、この連帯感を持ち自立 した個人の部分 をた くさん

を作 り出す ことということになる。

1999年 の生涯学習審議会答申では、生涯学習を地域創

造の視点か ら積極的に位置づけ、その成果を生かすこと

を提唱 している86。鈴木は地域づ くりを進めるための集

団学習を市民のエンパ ワーメントとして位置づけ、次の

4つ の柱が必要と述べている。①理解の手段 を獲得する

ための 「知 ることを学ぶ」（1eamingtoknow） こと、②み

ずから置かれた環境の中で創造的に行動するための 「為

すことを学ぶ」（1earningtodo）こと、③社会のすべての

営みに参加 し協力するための 「共に生きることを学ぶ」

（learningtolivetogether）こと、そ して④ 「人間として生

きることを学ぶ」（1eamingtobe）ことである87。しかし、

現実社会には市民にとってこのような学習や自治の訓練

の場は少なく、また 「市民 とは何か」、「自治 とは何か」、

「地域社会 とは何か」 というような教育 を受ける機会も

ない。このような状況を打開するためには、行政や住民

の手による生涯学習の機会をとお して、参加主体形成と

して市民やコミュニティのエンパワーメン トを進めてい

くことが一つの解決策になろう。

さらに、地域社会の連帯感を育てるような学習を進め

るためには、地域内における リーダーの存在が重要であ

るとともに、市民一人一人の経験や知恵、アイデアを引

き出 して参加を進める 「ファシリテーター」 としての専

門家と、地域社会の多様な立場の人を対等につなぎ、理

解を促進 し、ビジョンに沿って調整する地域の「コーディ

ネーター」 という人材が、触媒 として重要な役割を果た

す。このような人材を活用 しコミュニティ ・アクション

を増やすためには、市民が主体性を持 ってすすめる活動

を通 じて成功体験 を共有 してい く機会を作ることが大切

となる。例えば多 くの自治体では住民による地域づ くり

のワークショップを開催 し、世代 を超えた住民の幅広い

参加を募 り、地域資源の調査を行 うなどの活動すること

で、住民間における地域理解 と相互理解を深めようとし

ている88。そ して地域資源 を生か しなが ら、実現可能性

があるもので地域住民が望む地域のあ り方をビジョンと

して共有化 してい く作業が行なわれる。

参加 と協働のための人材能力を開発するためには、表

5の ように地域 コミュニティ形成のための学習 として

「地域住民による教育」 と 「地域住民と共にある教育」

が重要 となる。行政が専 ら支援できることは、学習条件

整備や学習援助であり、コミュニティ住民 と行政が協同

して行うことは、「住民 と共にある教育」 における定形、
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表5地 域生涯学習の構造化

開かれた教育 届ける教育 地域住民 による教育 地域住民 と共にあ る教育

定形教育 開放教育 ア ウ トリーチ 教 育 （学習条件整備） 地域市民大学 リー ダ ー形 成

不定形型教育 教育 ・文化普及 地域社会開発 〔学習援助〕 地域づ くり教育 地域計画づ くり

非定形型教育 （教養形成 ・文化享受 グループ活動） 自己形成 文化行動 〔地域づ くり学習〕

自己教育過程 意識化 （感性 ・悟性） 自己意識化 「現代の理性」形成

自由主義的 改良主義的 革新主義的 改革主義的

出所:鈴 木敏正 『エ ンパ ワー メン トの教育学一 ユ ネス コとグラムシとポス ト・モ ダン』 （北樹出版、1999年 ）、184頁 。

不定形型、非定形型教育89の機会 を数多 く作 ることであ

る。具体的には地域づ くりのための市民セ ミナーや地域

リーダーの養成、そして 「市民参加」のワークショップ

やイベ ン トなどが考えられる。特に 「地域づ くり学習」

は講義を聞いて知識 として理解することと併せて、社会

の中で市民同士の話 し合いや協働の中から学びあう体験

学習 との構造化が欠かせない。

当面の行政の支援は、市民 自身による集団学習がなさ

れる状態にまでコミュニティの連帯意識 をあげてい くこ

とが目標 となる。 このような学 習による個人のエ ンパ

ワーメン トの向上により、内発的な発展 をめざす視点、

グローカルな視点、 自己決定、問題解決能力、多元的普

遍主義 などを学ぶ ことがで きる ようになった とき、コ

ミュニテ ィ ・エンパワーメントがなされた状態 になった

といえよう。「いつでも、どこで も、誰でも」学習できる

生涯学習 を通 して市民の地域社会の発展にかかわる活動

や地域住民の 自己教育活動を促進す ることは、行政サー

ビスの高度化や効率化を進めることと同様 に地域政策 と

して重要なものとなって きている。 この取組みには従来

の教育委員会の生涯学習部局だけでは不十分であ り、首

長部局との連携 により自治体全体で取組むべ き課題とし

て位置づけをしている自治体に成功事例が多 く見られる。

2002年 度には文部科学省でも 「生涯学習 まちづ くり推進

事業」 を創設 したが、このような行政認識が広がってき

ていることを示 している。

EUに より国境の壁が低 くなっている欧州においても、

地域づ くり教育は重要な課題 とされて きた。1986年 の欧

州審議会の 「成人教育と地域社会発展」宣言では、地域

の 「発展は技術的 ・経済的 ・社会的 ・文化的な諸要因を

含んだ複雑で総合的な過程」であ り、その主要な駆動力

は 「自己ρ運命 をコントロール しようとする個人的な意

思と能力である」と述べている。「自己決定 にもとつ く主

体形成=エ ンパ ワーメン トの視点か ら地域社会の発展 と

成人教育を統一的に把握する。」「このような成人教育は

ヨーロッパ と人類が直面する課題解決に不可欠なもので

ある。」発展のための基本的な駆動力 を 「市民の集団的な

強 さ」に求め、「集団的な自己学修」の重要性を強調 して

いる90。市民のエ ンパ ワーメン ト、そ して新 しい知の再

編 として地域づ くり教育 を捉えなおすことが、政治学 ・

教育学の新 しい領域として重要性を増 しつつあると考え

る。最後 に、町レベルのコミュニティ ・エンパワーメン

トの取組みとして成功 している2つ の事例を取 り上げる。

第2節 コミュニティ ・エンパワーメン トの取組み事例

1熊 本県菊池郡合志町の取組91

熊本市近郊に位置する人口2万2千 人、面積28平 方キ

ロの農業を中心 とした合志町は、熊本市のベ ッドタウン

と半導体産業などの先端企業の立地場所である。新住民

や企業がたくさん流入 したため、新 しい開発地区と旧来

か らの農村地区が並存 している。

すずかけ台は団地住民の多い地区で、住民700世 帯、凡

そ人口2000人 が住む。ここでは1995年 に行われた 「町ウ

オッチング」への地域産品の出展で県から評価を受け、

県のファシリテーター派遣事業による補助金で早稲田大

学の地域づ くり専門家のア ドバイスを1年 間受ける機会

を得た。このようなア ドボケイ ト （専門的助言者）の制

度は米国の在野の専門家が無償で住民の依頼に応 じて集

団利益の弁護や企画援助 をしたことに始まるものである

が、合志町にとって地域づ くりへ住民参加させてい くた

めの手法を学ぶには有益な機会 となった。35～45歳 代 を

中心 とした住民の参加をえて4回 のワークショップを開

催するなど地域づ くりの取組みを開始すると同時に、町

では 「地区魅力化計画」事業を立ちあげ{住 民の自発性

による将来計画の策定に50万 円、実施事業に年間100万 円

の補助 を行うこととした。この組織は自治会の役員中心

ではない地区魅力会員により構成 され、女性達の貢献が

大 きかった。この活動で汚水処理場跡地の活用について

検討がなされ、プランを作成 し議会で発表を行った。そ

の計画案に基づ き県の地域総合整備事業に申請を して

3000万 円の補助金を獲得 し、総事業費5500万 円のコミュ

ニティ ・センター施設を住民の要望に沿って建設する と

いうことが住民の協働で実現 した。 また、1998年 にはこ

れまでの成果を生か し発展 させた地区事業の申請を宝 く

じ助成事業に行い、さらに補助金を獲得 した。

「コミセン前広場」のデザインには住民の知恵 を結集 し、

その後 もユニークな縁台付 き土足禁止の公衆 トイレの設

計 ・建設と、維持管理のための清掃等など地域住民 によ

る自主運営を行ってきている。この トイレは、設計が排
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泄場所ではな く人が集ま り憩えるような施設 として設計

されてお り、近隣の住民が強制的な輪番制でな く、自主

的なボランティアで頻繁に清掃 し花を飾るなど住民活動

のシンボルとなっている。このような住民活動の成功体

験 を通 して地域住民の連帯感は醸成 され、更に補助金の

獲得や設計 にと住民が共同作業する中でコミュニティ ・

メンバーとしての帰属意識 も強 くなっていった。公園建

設を機 に、夜 間パ トロールや夏祭 りの開催など自治活動

も活発化 し、住民が自主的にできるものは自分たちです

るという意識が定着 して きた。 しか し、団地住民の高齢

化による地区自体の高齢社会化が起 きてお り、永続的な

住民主体の地域づ くりにとって世代交代が難 しい課題 と

なっている。

合志町では、1991年 以降5つ の団地地区では類似の取

組みがおこなわれたが、旧部落では新 しい取組みはす ぐ

には見られずコミュニテ ィへの参加は町全体への広が り

とはならなかった。 この違いは、団地地区でのコーディ

ネーター的な役割 を果たせる人材の存在が大 きかった。

現在町では、行政主導 により地区住民へ働 きかけ、上庄

地区や下町地区など旧町での地区計画を考えて住民に対

するアンケー ト調査、地域資源調査、ワークショップ、

イベン トなどを実施するなど地区住民による集団学習の

機会を設けている。下町地区のワークショップ参加者は

第1回 は200名 で、中年、実年、高年 と50～70名 単位の参

加があったが、第2回 は総勢55名 、3回 が59名 と大 きく

減少 している。未成年か ら高年まで10数 名つつの参加が

あった。上庄地区では第1回 がユ13名で、そのうち大人が

93名 、第2回 は90名 で大人が80名 と、比較的地区住民の

参加数が多い。両地区とも男女比はおお よそ半々で、自

営業、サラリーマ ン、及び無職 （高齢者 ）の参加者が多

く見られる92。地区住民の参加活動 をどの ように継続 し、

イベン ト化 した参加から実質的な主体 としての参加へ と、

どのように住民がエ ンパワーメントしてい くのかが本質

的な課題である。

合志町は生涯学習事業 とのタイア ップにより地域づ く

りに取組んでお り、職員が ワークショップに参加するこ

とについて も、OJT研 修的なメリッ トを評価 している。

現在も町役場企画課の事業 に早稲田大学理工学部が協力

して実施 されてお り、学官と住民 によるコミュニティ ・

エンパワーメン トの事例 として今後の成果が興味深い。

しか し、既に論 じたように、少数の固定化 した住民参

加による計画をどのようにオーソライズするのかといっ

た問題や、市町村合併が検討される中で自治体規模が拡

大 したときに、自治の単位 と住民との関係がどのように

変化するのかなど、あ らたな問題がコミュニティ ・レベ

ルのデモクラシー と自治を考えるにあたって発生 してい

る。

2熊 本県八代郡宮原町の取組93

熊本市の南32キ ロに位置する農村 と山林に囲まれた人

口5千 人、面積は約10平 方キロと県内で一番小 さな面積

の自治体であり、明治以来一度 も合併を経験 していない。

1995年 に住民自治の強化を目指 して役場に隣接する旧

川尻銀行の建物を買収 し、住民参加の拠点として 「まち

づ くり情報銀行」を設置 した%こ こでの活動は町企画

調整課が主導 しなが ら、区長 という旧来の行政末端機構

とは別に町内14地 区を支店として位置づけ、行員である

町づ くり推進員130名 が定期 的な支店会議に参加 して地

域づ くりに取組んでいる。推進員の中から支店長が選ば

れ、地区支店長会議では次年度予算要望の会議を行い、

それぞれの地区の支店長が自ら査定を行 うことで、およ

そ250万 円の町補助金予算の配分を決定 している。

宮原町の地域づ くりも、1992年 に国土庁が派遣 した地

域振興ア ドバイザーの指導に啓発されたことか ら始まり、

役場内の積極的な職員たちで活性化のためのグループが

組織 され、それが町の主要政策にまで成長 してきたもの

である。ア ドバイザーたちの指導で、宮原の宝探 しとし

て 「町の誇 り」や 「地域遺伝子」探 しが行われ、幅広い

世代の町民 を巻き込むためのイベン トや ワークショップ

を実施することで住民の認知を獲得 し、現在の 「まちづ

くり情報銀行」の組織化にまで発展させてきた。何 もな

かった町が、全国から注目される地域づ くりの自治体ま

で変化 した成功の要因は、メディエーターとしての積極

的な役場職員の存在が大きかったもの と思われる。

まちづ くり情報銀行の組織化は、住民組織である 「ま

ちづ くり推進員」 と役場職員である 「地区担当職員」が

住民 とともに協働を行い、その情報は区長へ もあげてい

く。そのほかに子 ども会、老人会、中高生のスタッフな

ど多様なグループの参加を得て、若い世代の人材養成に

力を入れてお り、情報銀行は下校時の子供たちが気軽に

立ち寄れる場所 として認知されるまでになっている。学

校で子供たちに 「将来について」 という作文を書かせた

ところ、半分 くらいが自分の将来ではなく町や地区の将

来について書いたという状況にまで共同体意識が育って

きた。これは、地域住民のエンパワーメン トが行われ、

コミュニティの連帯感が醸成 されつつある証であろう。

地域づ くりの拠点化は達成できたことから、次に幅広い

町民の巻き込み とネッ トワークの拡大、そ して継続的な

企画がこれか らの課題となっている。住民参加以上に、

職員参加が困難 という課題 もあるが、役場の推進体制は

企画調整課が主管課となり、総務課その他庁内各課 との

調整 を行 うことで推進を図っている。

また、町外 と関係についても多様なプログラムを展開

してお り、北海道東藻琴村や長野県小布施町などとの中

学生の交流や、小学生を沖縄 に派遣するなど子供たちの

教育 プログラムの充実を図るとともに、まちづ くりに関

した早稲田大学理工学部や四日市大学総合政策学部 （通

称 まちづ くり学部）の実習所 ともなっている。宮原町の

子供のときか らのまちづ くりへの参加体験は、コミュニ

ティの連帯感を高めてお り、た とえ町外へ転出しても強
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い精神的な紐帯を地域に対 して保持 している。社会に参

加することが良い経験 として習得 されてい くことは、個

人の市民社会に対する認識を信頼 とコ ミットメン トに変

える政治的社会化 として影響力が大 きいと思われる。

宮原町でも市町村合併の検討が始 まっているが、隣i接

町との合併により地域づ くり政策が これまで と同 レベル

で推進で きるのか、また現在の 「町づ くり情報銀行」の

システムが維持 されるかについても予測がつかず、地区

単位の連帯感や地域の方針決定への政治的有効感を今後

も維持 していくことが難 しくなると考え られる。

第5章 むすびにかえて

規範的な市民像による 「市民参加」 は、時として現実

性のない市民社会を夢見ることになる。筆者は、参加の

モチベーションの低い大衆によって構成される現実の社

会において、代議制民主主義の機能不全を補完 し、行政

システムの閉鎖性や官僚制を打破するような民主主義を

深化 させる力 を持った 「市民参加」のあ り方というもの

に関心がある。しか し、公共領域への参加 には知的関心

は持っていても、 自ら進んでや りたい楽 しみの空間とは

思えず苦痛の空 間として感 じて しまう、 自由主義的な個

人に象徴 される普遍主義的 ・合理主義的 ・個人主義的な

自我の存在に気づかされる。本稿 では私的な経験や価値

観に距離 をお き、参加 について改めて とらえ直すための

整理 をしようとしたものである。「市民参加」でも 「有徳

で政治的な存在」 としての市民 は生 まれず、 日本では個

人主義の未成熟 と個人主義の過剰が公共圏を狭め、結果

として 「利己的で経済的な存在」 としての市民 を多 く生

み出 した95。このような 「市民 の二重性」 と、代議制民

主主義が本質的に抱える問題に対 して、参加はどのよう

な効果 をもっているのか、また 「協働」 という行政が推

進する政策としての 「市民参加」のもたらす影響はどう

なのか ということについて考察 を試みた。

これ までの論述では、多様な参加制度の存在、市民の

参加行動や意識、そ して地域 における参加の状況などか

ら、人々が参加 を熱烈に求めている ものではない ものの、

政治に対 して不満を持ち、身近 な領域に 「協働」参加の

意味を見出 しうることが確認で きた。そ してそのような

場における市民の集団学習が、地域における共同性や連

帯感を育むものとして重要な意味 を持 っていることもわ

かった。 しか し、行政の包路 という危険性に対 して、自

立 した市民 として行政との緊張関係の中で参加 していけ

るようになること、いわゆる市民がエ ンパワーメントす

ることは大変難 しい課題で もある。

本稿の考察は、デモクラシー と自由主義の理念の葛藤

を踏まえつつ多元的な現代人の市民参加の実像にせまり、

代議制の形骸化 とい うデモ クラシーへの警鐘 に対 して直

接民主制的な要求が問いかけているものの本質に迫るも

のとしては、不充分なものに止 まっている。また、ラディ

カル ・デモクラシーや共同体主義が重視する 「共同性」

は、公共圏への参加を苦痛の空間であると感 じる人間を

変質させうる力を持っているのではないかという密かな

期待 を感 じさせ るが、果してそれをどのように自己に理

念的ではな く身体的に結びつけ得るのか、充分に深める

ことがで きなかった。今後の課題 としたい。
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